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(57)【要約】
【課題】　人の状態をより正確に把握する技術を提供す
る。
【解決手段】　人の上体から採取した生体信号の時系列
波形から周波数の時系列波形を求め、さらに、周波数傾
きの時系列波形を求める。この傾き時系列波形を周波数
解析し、対数パワースペクトル密度と対数周波数の関係
において、回帰直線の分岐点を捉え、分岐点の現れた位
置、回帰直線の形等を用いて状態を判定するが、この分
岐点の位置や回帰直線の形等は、人の状態に応じて類型
化できるため、状態判定を簡易かつ正確に行うことがで
きる。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体信号測定手段により採取した生体信号を用いて、生体の状態を推定する生体状態推
定装置であって、
　前記生体信号測定手段により得られる所定の測定時間における生体信号の時系列波形か
ら、周波数の時系列波形を求める周波数演算手段と、
　前記周波数演算手段により得られた前記生体信号の周波数の時系列波形において、所定
のオーバーラップ時間で設定した所定の時間窓毎に前記周波数の傾きを求める移動計算を
行い、時間窓毎に得られる前記周波数の傾きの時系列変化を周波数傾き時系列波形として
出力する周波数傾き時系列解析演算手段と、
　前記周波数傾き時系列解析演算手段から得られる周波数傾き時系列波形を周波数解析し
、対数パワースペクトル密度と対数周波数との関係を示す解析波形を出力するとする周波
数解析手段と、
　前記周波数解析手段により出力される解析波形について、所定の周波数範囲毎に回帰直
線を求める回帰直線演算手段と、
　前記回帰直線演算手段により求められる複数の回帰直線から、隣接する周波数範囲の回
帰直線同士の傾きが所定角度以上変化するポイントを分岐点と特定する分岐点特定手段と
、
　前記分岐点特定手段により特定される分岐点の位置、前記回帰直線演算手段により求め
られる前記各回帰直線の形、及び前記周波数解析手段により求められる前記対数パワース
ペクトル密度の前記解析波形の振幅の大きさのうちの１以上の要素を用いて生体の状態を
判定する判定手段と
を具備することを特徴とする生体状態推定装置。
【請求項２】
　前記判定手段は、前記分岐点特定手段により特定される分岐点の位置、前記回帰直線演
算手段により求められる前記各回帰直線の形、及び前記周波数解析手段により求められる
前記対数パワースペクトル密度の前記解析波形の振幅の大きさのうちの１以上の要素を、
それらの要素の覚醒状態と判定時点とを比較し、その相対的変化により状態を判定する請
求項１記載の生体状態推定装置。
【請求項３】
　前記判定手段は、前記分岐点が無く、前記各回帰直線の傾きが１／ｆｎに近似している
場合、又は、前記いずれかの回帰直線同士の交点からなる分岐点が１つで、その位置が周
波数０．０１Ｈｚ以下の長周期側であり、この分岐点を境として短周期側の回帰直線の傾
きが１／ｆｎに近似している場合に、基準となる健常かつ覚醒状態と判定する請求項２記
載の生体状態推定装置。
【請求項４】
　前記判定手段は、前記いずれかの回帰直線同士の交点からなる分岐点が２つ以上であっ
て、一方の分岐点の位置が周波数０．０１Ｈｚ以下の長周期側であり、該一方の分岐点と
他方の分岐点との間に対数パワースペクトル密度の値で所定以上の較差がある場合に眠気
状態と判定する請求項２又は３記載の生体状態推定装置。
【請求項５】
　前記長周期側の回帰直線の傾きが１／ｆｎに近似するか、水平状態に近いか、又は右肩
上がりかにより、順に、眠気に対し、受容している状態、耐えている状態、又は反撃して
いる状態と判定する請求項４記載の生体状態推定装置。
【請求項６】
　前記他方の分岐点よりも短周期側の回帰直線の傾きが１／ｆｎに近似するか、水平状態
に近いか、又は右肩上がりかにより、順に、眠気に対し、受容している状態、耐えている
状態、又は反撃している状態と判定する請求項４記載の生体状態推定装置。
【請求項７】
　前記判定手段は、さらに、前記０．０１Ｈｚ以下の分岐点よりも長周期側の回帰直線に
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おいて、覚醒時と比較して、機能調整信号の周波数に対応する対数パワースペクトル密度
の値が低下し、活動調整信号の周波数に対応する対数パワースペクトル密度の値が上昇し
て前記機能調整信号の周波数に対応する対数パワースペクトル密度の値よりも高くなって
いる場合に入眠予兆現象と判定する手段を有する請求項１～６のいずれか１に記載の生体
状態推定装置。
【請求項８】
　前記判定手段は、前記いずれかの回帰直線同士の交点からなる分岐点が４つ以上であっ
て、そのうちの２つの分岐点が周波数０．０１Ｈｚ以下の長周期側に位置し、他の２つの
分岐点が周波数０．００６Ｈｚ以上であって前記長周期側の分岐点よりも短周期側に位置
し、
　前記長周期側の２つの分岐点間に対数パワースペクトル密度の値で所定以上の較差があ
り、
　前記短周期側の２つの分岐点間に対数パワースペクトル密度の値で所定以上の較差があ
る場合に病気状態と判定する請求項１記載の生体状態推定装置。
【請求項９】
　前記長周期側の他方の分岐点と短周期側の一方の分岐点とを結ぶ回帰直線及び短周期側
の他方の分岐点よりもさらに短周期側の回帰直線の傾きが、１／ｆｎに近似するか、水平
状態に近いか、又は右肩上がりかにより、順に、病気に伴うストレスに関し、受容してい
る状態、耐えている状態、又は反撃している状態と判定する請求項８記載の生体状態推定
装置。
【請求項１０】
　さらに、前記判定手段は、０．００６Ｈｚ以上の短周期側における前記解析波形の振幅
の大きさにより活性状態を判定する請求項１記載の生体状態推定装置。
【請求項１１】
　前記判定手段は、周波数０．００６Ｈｚ以上に位置する前記短周期側の分岐点を基準に
設定される回帰直線のうち、少なくとも１本の回帰直線が右肩上がりの場合に、がんの疑
いがあると判定する請求項７～９のいずれか１に記載の生体状態推定装置。
【請求項１２】
　前記判定手段は、前記生体信号測定手段を用いて覚醒状態で測定した生体信号を解析処
理したものにおいて、周波数０．００６Ｈｚ以上に位置する前記短周期側の分岐点を基準
に設定される回帰直線のうち、少なくとも２本の回帰直線が右肩上がりの場合に、がんの
疑いがあると判定する請求項１１記載の生体状態推定装置。
【請求項１３】
　前記生体信号測定手段を、背部に当接し、背部から得られる生体信号を用いて、前記周
波数演算手段、周波数傾き時系列解析演算手段、周波数解析手段、回帰直線演算手段、分
岐点特定手段、及び判定手段により、生体の状態を推定する請求項１～１２のいずれか１
に記載の生体状態推定装置。
【請求項１４】
　前記生体信号測定手段を、さらに腹部及び胸部の少なくとも一箇所に当接し、腹部及び
胸部の少なくとも一箇所から得られる生体信号の解析波形を、前記背部から得られる解析
波形と比較して生体の状態を推定する請求項１２記載の生体状態推定装置。
【請求項１５】
　前記判定手段は、さらに、心電図計より得られた心電図のデータを周波数解析して求め
た解析波形を、前記背部、腹部又は胸部から得られる解析波形と比較し、それらの解析波
形間に、対数パワースペクトル密度の値で所定以上の較差があるか否かを判定する手段を
有する請求項１～１４のいずれか１に記載の生体状態推定装置。
【請求項１６】
　前記判定手段は、前記心電図の波形の解析波形が高く、前記背部、腹部又は胸部から得
られる解析波形から採取した生体信号に基づく解析波形が低く、両者間に所定以上の較差
がある場合であって、その較差が所定の範囲である場合に、睡眠状態と判定する請求項１
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５記載の生体状態推定装置。
【請求項１７】
　前記判定手段は、さらに指尖容積脈波のデータを周波数解析して求めた解析波形を合わ
せて比較し、指尖容積脈波に基づく解析波形と、前記背部、腹部又は胸部から得られる生
体信号の解析波形との間に、対数パワースペクトル密度の値で所定以上の較差があるか否
かを判定する手段を有する請求項１～１６のいずれか１に記載の生体状態推定装置。
【請求項１８】
　前記判定手段は、さらに指尖容積脈波のデータを周波数解析して求めた解析波形を合わ
せて比較し、指尖容積脈波に基づく解析波形の振幅の大きさにより、前記病気に伴うスト
レス又は眠気に関し、受容している状態、耐えている状態、又は反撃している状態におけ
る程度を判定する請求項１７記載の生体状態推定装置。
【請求項１９】
　前記判定手段は、前記心電図の波形の解析波形が高く、前記背部、腹部又は胸部から得
られる解析波形から採取した生体信号に基づく解析波形が低く、両者間に所定以上の較差
がある場合に、心肥大傾向があると判定する請求項１５～１８のいずれか１に記載の生体
状態推定装置。
【請求項２０】
　前記判定手段は、さらに指尖容積脈波のデータを周波数解析して求めた解析波形を合わ
せて比較し、指尖容積脈波に基づく解析波形と、前記背部から得られる生体信号の解析波
形とを比較し、指尖容積脈波の解析波形の短周期側の回帰直線の傾きが１／ｆｎに近似し
ているのに対し、前記背部から得られる生体信号の解析波形の傾きが水平状態に近い場合
に、心房細動の徴候を有すると判定する請求項１～１９のいずれか１に記載の生体状態推
定装置。
【請求項２１】
　生体信号測定手段により採取した生体信号を用いて、生体の状態を推定する生体状態推
定装置に設定されるコンピュータプログラムであって、
　前記生体信号測定手段により得られる所定の測定時間における生体信号の時系列波形か
ら、周波数の時系列波形を求める周波数演算ステップと、
　前記周波数演算ステップにより得られた前記生体信号の周波数の時系列波形において、
所定のオーバーラップ時間で設定した所定の時間窓毎に前記周波数の傾きを求める移動計
算を行い、時間窓毎に得られる前記周波数の傾きの時系列変化を周波数傾き時系列波形と
して出力する周波数傾き時系列解析演算ステップと、
　前記周波数傾き時系列解析演算ステップから得られる周波数傾き時系列波形を周波数解
析し、対数パワースペクトル密度と対数周波数との関係を示す解析波形を出力するとする
周波数解析ステップと、
　前記周波数解析ステップにより出力される解析波形について、所定の周波数範囲毎に回
帰直線を求める回帰直線演算ステップと、
　前記回帰直線演算ステップにより求められる複数の回帰直線から、隣接する周波数範囲
の回帰直線同士の傾きが所定角度以上変化するポイントを分岐点と特定する分岐点特定ス
テップと、
　前記分岐点特定ステップにより特定される分岐点の位置、前記回帰直線演算ステップに
より求められる前記各回帰直線の形、及び前記周波数解析手段により求められる前記対数
パワースペクトル密度の前記解析波形の振幅の大きさのうちの１以上の要素を用いて生体
の状態を判定する判定ステップと
をコンピュータに実行させるコンピュータプログラム。
【請求項２２】
　前記判定ステップは、前記分岐点特定ステップにより特定される分岐点の位置、前記回
帰直線演算ステップにより求められる前記各回帰直線の形、及び前記周波数解析ステップ
により求められる前記対数パワースペクトル密度の前記解析波形の振幅の大きさのうちの
１以上の要素を、それらの要素の覚醒状態と判定時点とを比較し、その相対的変化により
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状態を判定する請求項２１記載のコンピュータプログラム。
【請求項２３】
　前記判定ステップは、前記分岐点が無く、前記各回帰直線の傾きが１／ｆｎに近似して
いる場合、又は、前記いずれかの回帰直線同士の交点からなる分岐点が１つで、その位置
が周波数０．０１Ｈｚ以下の長周期側であり、この分岐点を境として短周期側の回帰直線
の傾きが１／ｆｎに近似している場合に、基準となる健常かつ覚醒状態と判定する請求項
２２記載のコンピュータプログラム。
【請求項２４】
　前記判定ステップは、前記いずれかの回帰直線同士の交点からなる分岐点が２つ以上で
あって、一方の分岐点の位置が周波数０．０１Ｈｚ以下の長周期側であり、該一方の分岐
点と他方の分岐点との間に対数パワースペクトル密度の値で所定以上の較差がある場合に
眠気状態と判定する請求項２２又は２３記載のコンピュータプログラム。
【請求項２５】
　前記長周期側の回帰直線の傾きが１／ｆｎに近似するか、水平状態に近いか、又は右肩
上がりかにより、順に、眠気に対し、受容している状態、耐えている状態、又は反撃して
いる状態と判定する請求項２４記載のコンピュータプログラム。
【請求項２６】
　前記他方の分岐点よりも短周期側の回帰直線の傾きが１／ｆｎに近似するか、水平状態
に近いか、又は右肩上がりかにより、順に、眠気に対し、受容している状態、耐えている
状態、又は反撃している状態と判定する請求項２４記載のコンピュータプログラム。
【請求項２７】
　前記判定ステップは、さらに、前記０．０１Ｈｚ以下の分岐点よりも長周期側の回帰直
線において、覚醒時と比較して、機能調整信号の周波数に対応する対数パワースペクトル
密度の値が低下し、活動調整信号の周波数に対応する対数パワースペクトル密度の値が上
昇して前記機能調整信号の周波数に対応する対数パワースペクトル密度の値よりも高くな
っている場合に入眠予兆現象と判定するステップを有する請求項２１～２６のいずれか１
に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２８】
　前記判定ステップは、前記いずれかの回帰直線同士の交点からなる分岐点が４つ以上で
あって、そのうちの２つの分岐点が周波数０．０１Ｈｚ以下の長周期側に位置し、他の２
つの分岐点が周波数０．００６Ｈｚ以上であって前記長周期側の分岐点よりも短周期側に
位置し、
　前記長周期側の２つの分岐点間に対数パワースペクトル密度の値で所定以上の較差があ
り、
　前記短周期側の２つの分岐点間に対数パワースペクトル密度の値で所定以上の較差があ
る場合に病気状態と判定する請求項２１記載のコンピュータプログラム。
【請求項２９】
　前記長周期側の他方の分岐点と短周期側の一方の分岐点とを結ぶ回帰直線及び短周期側
の他方の分岐点よりもさらに短周期側の回帰直線の傾きが、１／ｆｎに近似するか、水平
状態に近いか、又は右肩上がりかにより、順に、病気に伴うストレスに関し、受容してい
る状態、耐えている状態、又は反撃している状態と判定する請求項２８記載のコンピュー
タプログラム。
【請求項３０】
　さらに、前記判定ステップは、０．００６Ｈｚ以上の短周期側における前記解析波形の
振幅の大きさにより活性状態を判定する請求項２１記載のコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体信号、特に人の体幹から得られる生体信号を基本とし、必要に応じて他
の生体信号を加味し、所定状態との相対変化から生体の状態を推定する技術に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　運転中の運転者の生体状態を監視することは、近年、事故予防策等として注目されてい
る。本出願人は、特許文献１～３において、シートクッション部に圧力センサを配置し、
臀部脈波を採取して分析し、入眠予兆現象を判定する手法を開示している。
【０００３】
　具体的には、脈波の時系列波形を、それぞれ、ＳａｖｉｔｚｋｙとＧｏｌａｙによる平
滑化微分法により、極大値と極小値を求める。そして、５秒ごとに極大値と極小値を切り
分け、それぞれの平均値を求める。求めた極大値と極小値のそれぞれの平均値の差の二乗
をパワー値とし、このパワー値を５秒ごとにプロットし、パワー値の時系列波形を作る。
この時系列波形からパワー値の大域的な変化を読み取るために、ある時間窓Ｔｗ（１８０
秒）について最小二乗法でパワー値の傾きを求める。次に、オーバーラップ時間Ｔｌ（１
６２秒）で次の時間窓Ｔｗを同様に計算して結果をプロットする。この計算（移動計算）
を順次繰り返してパワー値の傾きの時系列波形を得る。一方、脈波の時系列波形をカオス
解析して最大リアプノフ指数を求め、上記と同様に、平滑化微分によって極大値を求め、
移動計算することにより最大リアプノフ指数の傾きの時系列波形を得る。
【０００４】
　そして、パワー値の傾きの時系列波形と最大リアプノフ指数の傾きの時系列波形が逆位
相となっており、さらには、パワー値の傾きの時系列波形で低周波、大振幅の波形が生じ
ている波形を、入眠予兆を示す特徴的な信号と判定し、その後に振幅が小さくなったポイ
ントを入眠点と判定している。
【０００５】
　また、特許文献４として、内部に三次元立体編物を挿入した空気袋（エアパック）を備
え、このエアパックを人の背部に対応する部位に配置し、エアパックの空気圧変動を測定
し、得られた空気圧変動の時系列データから人の生体信号を検出し、人の生体の状態を分
析するシステムを開示している。また、非特許文献１及び２においても、腰腸肋筋に沿う
ようにエアパックセンサを配置して人の生体信号を検出する試みを報告している。このエ
アパックの空気圧変動は、心臓の動きに伴う下行大動脈の揺れによるものであり、特許文
献１及び２の臀部脈波を利用する場合よりも、心臓の動きにより近い状態変化を捉えるこ
とができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－３４４６１２号公報
【特許文献２】特開２００４－３４４６１３号公報
【特許文献３】ＷＯ２００５／０９２１９３Ａ１公報
【特許文献４】特開２００７－９００３２号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】「原著・指尖容積脈波情報を用いた入眠予兆現象計測法の開発」藤田悦
則（外８名）、人間工学　Ｖｏｌ４１、Ｎｏ．４（’０５）
【非特許文献２】「非侵襲型センサによって測定された生体ゆらぎ信号の疲労と入眠予知
への応用」、落合直輝（外６名）、第３９回日本人間工学会　中国・四国支部大会　講演
論文集、平成１８年１１月２５日発行、発行所：日本人間工学会　中国・四国支部事務局
【非特許文献３】「非侵襲生体信号センシング機能を有する車両用シートの試作」、前田
慎一郎（外４名）、第３９回日本人間工学会　中国・四国支部大会　講演論文集、平成１
８年１１月２５日発行、発行所：日本人間工学会　中国・四国支部事務局
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】



(7) JP 2012-179202 A 2012.9.20

10

20

30

40

50

　特許文献１～４及び非特許文献１～３の技術は、上記したように、パワー値の傾きの時
系列波形と最大リアプノフ指数の傾きの時系列波形が逆位相となり、かつ、パワー値の傾
きの時系列波形で低周波、大振幅の波形が生じた時点をもって入眠予兆現象と捉えている
。
【０００９】
　また、本出願人は、特願２００９－２３７８０２として次のような技術も提案している
。すなわち、生体信号測定手段により得られる生体信号の時系列波形から周波数の時系列
波形を求め、この周波数の時系列波形から求められる周波数傾き時系列波形と周波数変動
時系列波形を用いた技術であり、周波数傾き時系列波形の正負、周波数傾き時系列波形の
積分波形の正負、周波数傾き時系列波形と周波数変動時系列波形とを重ねて出力した場合
における逆位相の出現（逆位相の出現が入眠予兆を示す）等を組み合わせて人の状態を判
定する技術である。
【００１０】
　本出願人は、上記のように生体信号を用いた人の状態を把握する技術を提案しているが
、人の状態をより正確に把握する技術の提案が常に望まれている。また、人の状態を把握
する手法が複数あれば、それらを併用することにより、さらに、正確に人の状態を把握す
ることが可能となる。本発明は上記に鑑みなされたものであり、生体信号を新たな分析方
法を用いて分析し、人の状態を把握する技術を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　ここで、心疾患の一つである心房細動において、心・循環系のゆらぎの特性が切り替わ
るところは、０．００３３Ｈｚと言われており、０．００３３Ｈｚのゆらぎを調整するた
めのゆらぎが、０．００３３Ｈｚ近傍以下に存在すると言われている。生体信号に内在す
る低周波のゆらぎを算出する周波数傾き時系列波形を求め、それを周波数解析したところ
、０．００３３Ｈｚよりも低周波の０．００１７Ｈｚ、０．００３３Ｈｚ近傍の０．００
３５Ｈｚを中心にしたゆらぎが生じていることが確認できた。また、これらこの２つ以外
に、０．００５３Ｈｚを中心としたゆらぎが生じていることが確認できた。
【００１２】
　そこで、本発明者は上記した知見から、０．００３５Ｈｚの信号（以下、「疲労受容信
号」という）を基本として、これを通常の活動状態における疲労の進行度合いを示す信号
とし、０．００５３Ｈｚの信号（以下、「活動調整信号」という）を、活動時において脳
や自律神経系の制御による影響の度合いが出現する信号とし、０．００３３Ｈｚよりも低
周波の０．００１７Ｈｚの信号（以下、機能調整信号）を、体の変調や機能低下を制御す
る信号として着目した。
【００１３】
　一方、２４時間の心電図Ｒ－Ｒ間隔変動の対数パワースペクトル密度と対数周波数の関
係から捉えることができる回帰直線の分岐点は、３～５分間の長周期の帯域にある。通常
、心電図のＲ－Ｒ間隔変動成分は１Ｈｚ近傍にある。そのため、Ｒ－Ｒ間隔変動のデータ
は２４時間程度必要となり、計測に時間と労力が掛かるため、日々の体調管理に用いるの
は不向きである。０．５Ｈｚ近傍にある心房と大動脈の揺れ具合を捉えた生体信号のゼロ
クロス検出法により求めた時系列波形の周波数成分の解析についても同様のことがいえる
。そこで、この生体信号のゼロクロス検出法により求めた時系列波形に傾き時系列解析を
施すことで、３～５分間の長周期の成分からなる時系列波形を作り、短時間の計測データ
で解析する方法を考案した。この時系列波形を周波数解析した結果は、生体信号のゼロク
ロス検出法により求めた２４時間分の時系列波形を周波数解析した結果と同様の傾向を示
すのではないかと考え、その結果、計測時間が０．５～１時間程度でも、周期関数の対数
パワースペクトル密度と対数周波数の関係において、回帰直線の分岐点を捉えることを可
能にすると推測し、本発明を完成するに至った。
【００１４】
　また、生体信号としては、指尖容積脈波ではなく、心房、心室及び大動脈の揺れにより
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背部の体表に生じる振動（本明細書では、この背部を介して検出される体表脈波を特に「
心部揺動波」又は「Ａｏｒｔｉｃ　Ｐｕｌｓｅ　Ｗａｖｅ（ＡＰＷ）」と称する）を捉え
ることに着目した。これは、大動脈の壁は、動脈の中でも弾力性に富んでおり、心臓から
直接送り出される血液の高い圧力を受け止めることができ、また、心臓の左心室からでた
ばかりのところには逆流防止の弁である大動脈弁がある。このため、心房、心室及び大動
脈の揺れ具合を捉えた生体信号を解析することで、生体の定常性維持のための脳と自律神
経系の負のフィードバック機構の調節環をよく捉えることができ、それにより制御される
心臓自体のねじるような動きによって発生する圧力波から心臓の活性度合いを捉え、また
、自律神経の活動だけでなく脳機能の活性化状態を併せて把握し、より正確に生体状態を
推定できるからである。
【００１５】
　すなわち、本発明の生体状態推定装置は、生体信号測定手段により採取した生体信号を
用いて、生体の状態を推定する生体状態推定装置であって、
　前記生体信号測定手段により得られる所定の測定時間における生体信号の時系列波形か
ら、周波数の時系列波形を求める周波数演算手段と、
　前記周波数演算手段により得られた前記生体信号の周波数の時系列波形において、所定
のオーバーラップ時間で設定した所定の時間窓毎に前記周波数の傾きを求める移動計算を
行い、時間窓毎に得られる前記周波数の傾きの時系列変化を周波数傾き時系列波形として
出力する周波数傾き時系列解析演算手段と、
　前記周波数傾き時系列解析演算手段から得られる周波数傾き時系列波形を周波数解析し
、対数パワースペクトル密度と対数周波数との関係を示す解析波形を出力するとする周波
数解析手段と、
　前記周波数解析手段により出力される解析波形について、所定の周波数範囲毎に回帰直
線を求める回帰直線演算手段と、
　前記回帰直線演算手段により求められる複数の回帰直線から、隣接する周波数範囲の回
帰直線同士の傾きが所定角度以上変化するポイントを分岐点と特定する分岐点特定手段と
、
　前記分岐点特定手段により特定される分岐点の位置、前記回帰直線演算手段により求め
られる前記各回帰直線の形、及び前記周波数解析手段により求められる前記対数パワース
ペクトル密度の前記解析波形の振幅の大きさのうちの１以上の要素を用いて生体の状態を
判定する判定手段と
を具備することを特徴とする。
【００１６】
　前記判定手段は、前記分岐点特定手段により特定される分岐点の位置、前記回帰直線演
算手段により求められる前記各回帰直線の形、及び前記周波数解析手段により求められる
前記対数パワースペクトル密度の前記解析波形の振幅の大きさのうちの１以上の要素を、
それらの要素の覚醒状態と判定時点とを比較し、その相対的変化により状態を判定する構
成とすることが好ましい。
　前記判定手段は、前記分岐点が無く、前記各回帰直線の傾きが１／ｆｎに近似している
場合、又は、前記いずれかの回帰直線同士の交点からなる分岐点が１つで、その位置が周
波数０．０１Ｈｚ以下の長周期側であり、この分岐点を境として短周期側の回帰直線の傾
きが１／ｆｎに近似している場合に、基準となる健常かつ覚醒状態と判定する構成とする
ことが好ましい。
　前記判定手段は、前記いずれかの回帰直線同士の交点からなる分岐点が２つ以上であっ
て、一方の分岐点の位置が周波数０．０１Ｈｚ以下の長周期側であり、該一方の分岐点と
他方の分岐点との間に対数パワースペクトル密度の値で所定以上の較差がある場合に眠気
状態と判定する構成とすることが好ましい。
　前記長周期側の回帰直線の傾きが１／ｆｎに近似するか、水平状態に近いか、又は右肩
上がりかにより、順に、眠気に対し、受容している状態、耐えている状態、又は反撃して
いる状態と判定する構成とすることが好ましい。
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　前記他方の分岐点よりも短周期側の回帰直線の傾きが１／ｆｎに近似するか、水平状態
に近いか、又は右肩上がりかにより、順に、眠気に対し、受容している状態、耐えている
状態、又は反撃している状態と判定する構成とすることが好ましい。
【００１７】
　前記判定手段は、さらに、前記０．０１Ｈｚ以下の分岐点よりも長周期側の回帰直線に
おいて、覚醒時と比較して、機能調整信号の周波数に対応する対数パワースペクトル密度
の値が低下し、活動調整信号の周波数に対応する対数パワースペクトル密度の値が上昇し
て前記機能調整信号の周波数に対応する対数パワースペクトル密度の値よりも高くなって
いる場合に入眠予兆現象と判定する手段を有する構成とすることが好ましい。
　前記判定手段は、前記いずれかの回帰直線同士の交点からなる分岐点が４つ以上であっ
て、そのうちの２つの分岐点が周波数０．０１Ｈｚ以下の長周期側に位置し、他の２つの
分岐点が周波数０．００６Ｈｚ以上であって前記長周期側の分岐点よりも短周期側に位置
し、
　前記長周期側の２つの分岐点間に対数パワースペクトル密度の値で所定以上の較差があ
り、
　前記短周期側の２つの分岐点間に対数パワースペクトル密度の値で所定以上の較差があ
る場合に病気状態と判定する構成とすることが好ましい。
　前記長周期側の他方の分岐点と短周期側の一方の分岐点とを結ぶ回帰直線及び短周期側
の他方の分岐点よりもさらに短周期側の回帰直線の傾きが、１／ｆｎに近似するか、水平
状態に近いか、又は右肩上がりかにより、順に、病気に伴うストレスに関し、受容してい
る状態、耐えている状態、又は反撃している状態と判定する構成とすることが好ましい。
　さらに、前記判定手段は、０．００６Ｈｚ以上の短周期側における前記解析波形の振幅
の大きさにより活性状態を判定する構成とすることが好ましい。
【００１８】
　前記判定手段は、周波数０．００６Ｈｚ以上に位置する前記短周期側の分岐点を基準に
設定される回帰直線のうち、少なくとも１本の回帰直線が右肩上がりの場合に、がんの疑
いがあると判定する構成とすることが好ましい。
　前記判定手段は、前記生体信号測定手段を用いて覚醒状態で測定した生体信号を解析処
理したものにおいて、周波数０．００６Ｈｚ以上に位置する前記短周期側の分岐点を基準
に設定される回帰直線のうち、少なくとも２本の回帰直線が右肩上がりの場合に、がんの
疑いがあると判定する構成とすることが好ましい。
【００１９】
　前記生体信号測定手段を、背部に当接し、背部から得られる生体信号を用いて、前記周
波数演算手段、周波数傾き時系列解析演算手段、周波数解析手段、回帰直線演算手段、分
岐点特定手段、及び判定手段により、生体の状態を推定する構成とすることが好ましい。
　前記生体信号測定手段を、さらに腹部及び胸部の少なくとも一箇所に当接し、腹部及び
胸部の少なくとも一箇所から得られる生体信号の解析波形を、前記背部から得られる解析
波形と比較して生体の状態を推定する構成とすることが好ましい。
　前記判定手段は、さらに、心電図計より得られた心電図のデータを周波数解析して求め
た解析波形を、前記背部、腹部又は胸部から得られる解析波形と比較し、それらの解析波
形間に、対数パワースペクトル密度の値で所定以上の較差があるか否かを判定する手段を
有する構成とすることが好ましい。
　前記判定手段は、前記心電図の波形の解析波形が高く、前記背部、腹部又は胸部から得
られる解析波形から採取した生体信号に基づく解析波形が低く、両者間に所定以上の較差
がある場合であって、その較差が所定の範囲である場合に、睡眠状態と判定する構成とす
ることが好ましい。
　前記判定手段は、さらに指尖容積脈波のデータを周波数解析して求めた解析波形を合わ
せて比較し、指尖容積脈波に基づく解析波形と、前記背部、腹部又は胸部から得られる生
体信号の解析波形との間に、対数パワースペクトル密度の値で所定以上の較差があるか否
かを判定する手段を有する構成とすることが好ましい。
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　前記判定手段は、さらに指尖容積脈波のデータを周波数解析して求めた解析波形を合わ
せて比較し、指尖容積脈波に基づく解析波形の振幅の大きさにより、前記病気に伴うスト
レス又は眠気に関し、受容している状態、耐えている状態、又は反撃している状態におけ
る程度を判定する構成とすることが好ましい。
　前記判定手段は、前記心電図の波形の解析波形が高く、前記背部、腹部又は胸部から得
られる解析波形から採取した生体信号に基づく解析波形が低く、両者間に所定以上の較差
がある場合に、心肥大傾向があると判定する構成とすることが好ましい。
　前記判定手段は、さらに指尖容積脈波のデータを周波数解析して求めた解析波形を合わ
せて比較し、指尖容積脈波に基づく解析波形と、前記背部から得られる生体信号の解析波
形とを比較し、指尖容積脈波の解析波形の短周期側の回帰直線の傾きが１／ｆｎに近似し
ているのに対し、前記背部から得られる生体信号の解析波形の傾きが水平状態に近い場合
に、心房細動の徴候を有すると判定する構成とすることが好ましい。
【００２０】
　また、本発明のコンピュータプログラムは、生体信号測定手段により採取した生体信号
を用いて、生体の状態を推定する生体状態推定装置に設定されるコンピュータプログラム
であって、
　前記生体信号測定手段により得られる所定の測定時間における生体信号の時系列波形か
ら、周波数の時系列波形を求める周波数演算ステップと、
　前記周波数演算ステップにより得られた前記生体信号の周波数の時系列波形において、
所定のオーバーラップ時間で設定した所定の時間窓毎に前記周波数の傾きを求める移動計
算を行い、時間窓毎に得られる前記周波数の傾きの時系列変化を周波数傾き時系列波形と
して出力する周波数傾き時系列解析演算ステップと、
　前記周波数傾き時系列解析演算ステップから得られる周波数傾き時系列波形を周波数解
析し、対数パワースペクトル密度と対数周波数との関係を示す解析波形を出力するとする
周波数解析ステップと、
　前記周波数解析ステップにより出力される解析波形について、所定の周波数範囲毎に回
帰直線を求める回帰直線演算ステップと、
　前記回帰直線演算ステップにより求められる複数の回帰直線から、隣接する周波数範囲
の回帰直線同士の傾きが所定角度以上変化するポイントを分岐点と特定する分岐点特定ス
テップと、
　前記分岐点特定ステップにより特定される分岐点の位置、前記回帰直線演算ステップに
より求められる前記各回帰直線の形、及び前記周波数解析手段により求められる前記対数
パワースペクトル密度の前記解析波形の振幅の大きさのうちの１以上の要素を用いて生体
の状態を判定する判定ステップと
をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【００２１】
　前記判定ステップは、前記分岐点特定ステップにより特定される分岐点の位置、前記回
帰直線演算ステップにより求められる前記各回帰直線の形、及び前記周波数解析ステップ
により求められる前記対数パワースペクトル密度の前記解析波形の振幅の大きさのうちの
１以上の要素を、それらの要素の覚醒状態と判定時点とを比較し、その相対的変化により
状態を判定することが好ましい。
　前記判定ステップは、前記分岐点が無く、前記各回帰直線の傾きが１／ｆｎに近似して
いる場合、又は、前記いずれかの回帰直線同士の交点からなる分岐点が１つで、その位置
が周波数０．０１Ｈｚ以下の長周期側であり、この分岐点を境として短周期側の回帰直線
の傾きが１／ｆｎに近似している場合に、基準となる健常かつ覚醒状態と判定することが
好ましい。
　前記判定ステップは、前記いずれかの回帰直線同士の交点からなる分岐点が２つ以上で
あって、一方の分岐点の位置が周波数０．０１Ｈｚ以下の長周期側であり、該一方の分岐
点と他方の分岐点との間に対数パワースペクトル密度の値で所定以上の較差がある場合に
眠気状態と判定することが好ましい。



(11) JP 2012-179202 A 2012.9.20

10

20

30

40

50

　前記長周期側の回帰直線の傾きが１／ｆｎに近似するか、水平状態に近いか、又は右肩
上がりかにより、順に、眠気に対し、受容している状態、耐えている状態、又は反撃して
いる状態と判定することが好ましい。
　前記他方の分岐点よりも短周期側の回帰直線の傾きが１／ｆｎに近似するか、水平状態
に近いか、又は右肩上がりかにより、順に、眠気に対し、受容している状態、耐えている
状態、又は反撃している状態と判定することが好ましい。
　前記判定ステップは、さらに、前記０．０１Ｈｚ以下の分岐点よりも長周期側の回帰直
線において、覚醒時と比較して、機能調整信号の周波数に対応する対数パワースペクトル
密度の値が低下し、活動調整信号の周波数に対応する対数パワースペクトル密度の値が上
昇して前記機能調整信号の周波数に対応する対数パワースペクトル密度の値よりも高くな
っている場合に入眠予兆現象と判定するステップを有することが好ましい。
　前記判定ステップは、前記いずれかの回帰直線同士の交点からなる分岐点が４つ以上で
あって、そのうちの２つの分岐点が周波数０．０１Ｈｚ以下の長周期側に位置し、他の２
つの分岐点が周波数０．００６Ｈｚ以上であって前記長周期側の分岐点よりも短周期側に
位置し、
　前記長周期側の２つの分岐点間に対数パワースペクトル密度の値で所定以上の較差があ
り、
　前記短周期側の２つの分岐点間に対数パワースペクトル密度の値で所定以上の較差があ
る場合に病気状態と判定することが好ましい。
　前記長周期側の他方の分岐点と短周期側の一方の分岐点とを結ぶ回帰直線及び短周期側
の他方の分岐点よりもさらに短周期側の回帰直線の傾きが、１／ｆｎに近似するか、水平
状態に近いか、又は右肩上がりかにより、順に、病気に伴うストレスに関し、受容してい
る状態、耐えている状態、又は反撃している状態と判定することが好ましい。
　さらに、前記判定ステップは、０．００６Ｈｚ以上の短周期側における前記解析波形の
振幅の大きさにより活性状態を判定することが好ましい。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明は、生体信号の時系列波形から周波数の時系列波形を求め、さらに、周波数傾き
の時系列波形を求めて周波数解析する手段を有する。このような傾き時系列解析を施すこ
とで、３～５分間の長周期の成分からなる時系列波形を作り、短時間の計測データであり
ながら、２４時間分の時系列波形を周波数解析した結果と同様の傾向を示すデータを得る
ことができる。すなわち、短時間の計測で、２４時間程度の長時間の計測をしなければ特
徴が現れない０．５Ｈｚ近傍にある心房、心室及び大動脈の揺れ具合を捉えることができ
、生体の状態推定を行う上で有効である。心房、心室及び大動脈の揺れ具合を捉えること
とは、生体の恒常性維持機能による作用の反力や病変によって生じる生体内環境の変化に
対するストレスを捉えることであり、これにより心臓の動きから逆に制御の状態を推定で
きる。この結果、本発明によれば、現在の状態推定はもとより、将来起こりえる体調の急
変シグナルをも捉えることが可能である。また、本発明は、傾き時系列波形を周波数解析
し、対数パワースペクトル密度と対数周波数の関係において、回帰直線の分岐点を捉え、
分岐点の現れた位置、回帰直線の形等を用いて状態を判定するが、この分岐点の位置や回
帰直線の形等は、人の状態に応じて類型化できるため、状態判定を簡易かつ正確に行うこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、本発明の一の実施形態において用いた生体信号測定手段を示した図であ
る。
【図２】図２は、上記実施形態に係る生体信号測定手段の他の態様を示した図である。
【図３】図３は、上記生体信号測地手段をシートに組み込む過程を示した図である。
【図４】図４は、本発明の一の実施形態に係る生体状態推定装置の構成を示した図である
。
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【図５】図５は、睡眠導入実験において、２２名の被験者の眠気の無い状態（活性状態）
の心部揺動波の原波形を連結したデータの周波数分析結果と、眠気がある状態の心部揺動
波の原波形を連結したデータの周波数分析結果を示した図である。
【図６】図６は、生体信号測定手段から検出した生体信号をピーク検出法、ゼロクロス法
を用いた処理する方法を説明するための図である。
【図７】図７（ａ）は、ＡＰＷにピーク検出法、ゼロクロス法を適用した際の検出点の比
較を示した図であり、図７（ｂ）はＡＰＷをピーク検出法及びゼロクロス法を適用して求
めた時系列波形である。
【図８】図８は、ピーク検出法及びゼロクロス法を用いた時系列波形を周波数解析して両
者の検出感度を比較した図である。
【図９】図９は、周波数傾き時系列波形の求め方を説明するための図である。
【図１０】図１０（ａ），（ｂ）は、被験者ａ，ｂの眠気を有していない状態（覚醒状態
）の解析波形及び回帰直線を示したデータである。
【図１１】図１１（ａ），（ｂ）は、被験者ｃ，ｄの眠気を有していない状態（覚醒状態
）の解析波形及び回帰直線を示したデータである。
【図１２】図１２（ａ），（ｂ）は、被験者ｅ，ｆの眠気を有していない状態（覚醒状態
）の解析波形及び回帰直線を示したデータである。
【図１３】図１３（ａ），（ｂ）は、被験者ｇ，ｈの眠気を有していない状態（覚醒状態
）の解析波形及び回帰直線を示したデータである。
【図１４】図１４（ａ），（ｂ）は、被験者ｉ，ｊの眠気を有していない状態（覚醒状態
）の解析波形及び回帰直線を示したデータである。
【図１５】図１５は、被験者ｋの眠気を有していない状態（覚醒状態）の解析波形及び回
帰直線を示したデータである。
【図１６】図１６は、被験者Ａの眠気を生じた状態の解析波形及び回帰直線を示したデー
タである。
【図１７】図１７（ａ），（ｂ）は、被験者Ｂ，Ｃの眠気を生じた状態の解析波形及び回
帰直線を示したデータである。
【図１８】図１８（ａ），（ｂ）は、被験者Ｄ，Ｅの眠気を生じた状態の解析波形及び回
帰直線を示したデータである。
【図１９】図１９（ａ），（ｂ）は、被験者Ｆ，Ｇの眠気を生じた状態の解析波形及び回
帰直線を示したデータである。
【図２０】図２０（ａ），（ｂ）は、被験者Ｈ，Ｉの眠気を生じた状態の解析波形及び回
帰直線を示したデータである。
【図２１】図２１（ａ），（ｂ）は、被験者Ｊ，Ｋの眠気を生じた状態の解析波形及び回
帰直線を示したデータである。
【図２２】図２２（ａ），（ｂ）は、被験者Ｌ，Ｍの眠気を生じた状態の解析波形及び回
帰直線を示したデータである。
【図２３】図２３（ａ），（ｂ）は、被験者Ｎ，Ｏの眠気を生じた状態の解析波形及び回
帰直線を示したデータである。
【図２４】図２４（ａ），（ｂ）は、それぞれ眠気の無い状態（覚醒状態）と眠気のある
状態における被験者全員のデータを連結してゼロクロス法で処理して傾き時系列波形を求
め、周波数解析して解析波形と回帰直線を求めたグラフである。
【図２５】図２５は、試験例２における６０歳代の健康な男性被験者Ｓ氏の時系列の波形
を示すものであり、上から順に、心部揺動波のゼロクロス法による周波数傾き時系列波形
、ピーク検出法による周波数傾き時系列波形、ゼロクロス法とピーク検出法による心部揺
動波の周波数傾き重み付平均絶対値時系列波形、各時系列波形から求められる状態判定結
果を示す波形、ゼロクロス法による周波数変動方向きの周波数分析率解析波形、ピーク検
出法による周波数変動方向きの周波数分析率解析波形を示した図である。
【図２６】図２６は、試験例２における６０歳代の健康な男性被験者Ｓ氏の本発明による
解析波形と回帰直線を示した図である。
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【図２７】図２７は、試験例２における５０歳代の健康な男性被験者Ｆ氏の本発明による
解析波形と回帰直線を示した図（９時０６分から１．５時間分）である。
【図２８】図２８は、試験例２における５０歳代の健康な男性被験者Ｆ氏の本発明による
解析波形と回帰直線を示した図（１１時１２分から１．５時間分）である。
【図２９】図２９は、試験例２における５０歳代の健康な男性被験者Ｆ氏の本発明による
解析波形と回帰直線を示した図（１３時５４分から１時間分）である。
【図３０】図３０（ａ），（ｂ）は、試験例３における男性被験者ＦＧ氏の過労時（座位
）、睡眠時（臥位）における対数パワースペクトル密度の解析波形と回帰直線を示した図
である。
【図３１】図３１は、試験例３における男性被験者ＦＧ氏の回復時（起床時）における対
数パワースペクトル密度の解析波形と回帰直線を示した図である。
【図３２】図３２は、試験例３における男性被験者ＦＧ氏の食中毒発症時（脱水症状発症
時）における対数パワースペクトル密度の解析波形と回帰直線を示した図である。
【図３３】図３３（ａ）は、試験例３における男性被験者ＦＧ氏の投薬時における対数パ
ワースペクトル密度の解析波形と回帰直線を示した図であり、（ｂ）は投薬中止１日目の
対数パワースペクトル密度の解析波形と回帰直線を示した図である。
【図３４】図３４（ａ），（ｂ）は、試験例３における男性被験者ＦＧ氏の投薬中止２日
目、３日目の対数パワースペクトル密度の解析波形と回帰直線を示した図である。
【図３５】図３５（ａ）～（ｆ）は、試験例４における２０歳代の健常な男性ＡＯ氏のデ
ータである。
【図３６】図３６（ａ）～（ｆ）は、試験例４における２０歳代の健常な男性Ｕ氏のデー
タである。
【図３７】図３７（ａ）～（ｆ）は、試験例４における８９歳代の健常な男性ＨＯ氏のデ
ータである。
【図３８】図３８（ａ）～（ｆ）は、試験例４における８９歳代の健常な男性ＨＯ氏の睡
眠時間が４時間半のときのデータである。
【図３９】図３９（ａ）～（ｆ）は、試験例４における８６歳の男性被験者（藤田良登氏
）のデータである。
【図４０】図４０は、図３９の被験者の血液等の検査結果を示した図である。
【図４１】図４１は、図３９の被験者のＣＴ撮影結果を示した図である。
【図４２】図４２（ａ）～（ｆ）は、６２歳の男性被験者ＹＡ氏の測定結果を示した図で
ある。
【図４３】図４３（ａ）～（ｆ）は、図４２の被験者ＹＡ氏の約４ヶ月前のデータを示し
た図である。
【図４４】図４４（ａ）～（ｆ）は、７３歳の自覚的には健常な男性被験者ＨＯ氏のデー
タである。
【図４５】図４５（ａ）は、入眠予兆現象を生じた指尖容積脈波の時系列データの代表事
例を示す図であり、図４５（ｂ）は、入眠予兆現象を本発明の解析波形で示した図であり
、図４５（ｃ）は、特徴的な３つの信号の分布率によって入眠予兆現象を判定する手段を
示した図である。
【図４６】図４６は、試験例４の各被験者の事例をまとめて模式的に示した図である。
【図４７】図４７は、本発明の解析波形及び回帰直線による判定手法を説明するための図
である。
【図４８】図４８は、睡眠導入実験の代表事例の被験者について、心部揺動波の３つの周
波数成分の分布率の波形と各被験者の状態との関係を示した図である。
【図４９】図４９は、覚醒状態におけるゼロクロス法による傾き時系列波形のパターンを
示した図である。
【図５０】図５０は、図４８と図４９の結果と人の状態との相関を示した図である。
【図５１】図５１は、図４８と図４９の結果と人の状態との相関を示した図である。
【図５２】図５２（ａ），（ｂ）は、心房細動の患者について静的着座状態で生体信号測
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定手段１により背部から心部揺動波（ＡＰＷ）を得て解析したデータを示した図であり、
５２（ｃ）は、指尖容積脈波計から得られた指尖容積脈波を解析したデータを示した図で
ある。
【図５３】図５３は、図５２の被験者（Ｗ氏）のＡＰＷの７１分間の計測データを分析し
た解析結果（図５２（ａ）に相当）と、心房細動を有する他の被験者（Ｉ氏）のＡＰＷの
１０分間の計測データの解析結果から得られた回帰直線とを示した図である。
【図５４】図５４は、健常者の回帰直線及び心房細動の患者の回帰直線とを示した図であ
る。
【図５５】図５５は、救急車防振架台に被験者Ｕ氏を寝かせて測定した解析結果を示した
図であり、（ａ）～（ｃ）は３０分間のデータを、（ｄ）は４０分間のデータを示したで
ある。
【図５６】図５６は、救急車防振架台に被験者ＫＯ氏を寝かせて測定した解析結果を示し
た図であり、（ａ）～（ｃ）は３０分間のデータを、（ｄ）は４０分間のデータを示した
である。
【図５７】図５７（ａ）～（ｃ）は、被験者Ｕ氏の６０分間の座位姿勢での睡眠実験の結
果を示した図である。
【図５８】図５８は、本発明の生体状態推定装置による状態推定の判定手法をまとめた図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、図面に示した本発明の実施形態に基づき、本発明をさらに詳細に説明する。図１
及び図２は、本実施形態に係る生体状態推定装置６０の分析対象である生体信号、ここで
は心部揺動波（人の上体の背部から検出される心房と心室の動き及び大動脈の揺動に伴う
体表脈波であり、心臓の動きが直接的に反映される生体信号）を採取する生体信号測定手
段１を示した図であり、図３は、該生体信号測定手段１を自動車用のシート１００に組み
込む過程を示した図である。まず、この生体信号測定手段１について説明する。生体信号
測定手段１は、三次元立体編物１０、三次元立体編物支持部材１５、フィルム１６、板状
発泡体２１，２２、振動センサ３０を有して構成される。
【００２５】
　三次元立体編物１０は、例えば、特開２００２－３３１６０３号公報に開示されている
ように、互いに離間して配置された一対のグランド編地と、該一対のグランド編地間を往
復して両者を結合する多数の連結糸とを有する立体的な三次元構造となった編地である。
【００２６】
　一方のグランド編地は、例えば、単繊維を撚った糸から、ウェール方向及びコース方向
のいずれの方向にも連続したフラットな編地組織（細目）によって形成され、他方のグラ
ンド編地は、例えば、短繊維を撚った糸から、ハニカム状（六角形）のメッシュを有する
編み目構造に形成されている。もちろん、この編地組織は任意であり、細目組織やハニカ
ム状以外の編地組織を採用することもできるし、両者とも細目組織を採用するなど、その
組み合わせも任意である。連結糸は、一方のグランド編地と他方のグランド編地とが所定
の間隔を保持するように、２つのグランド編地間に編み込んだものである。本実施形態で
は、三次元立体編物の固体振動、特に、連結糸の弦振動を検出するものであるため、連結
糸はモノフィラメントから構成することが好ましいが、採取する生体信号の種類に応じて
共振周波数を調整するため、連結糸もマルチフィラメントから構成することもできる。
【００２７】
　また、三次元立体編物１０は、厚み方向の荷重－たわみ特性が、測定板上に載置して直
径３０ｍｍ又は直径９８ｍｍの加圧板で加圧した際に、荷重１００Ｎまでの範囲で、人の
臀部の筋肉の荷重－たわみ特性に近似したバネ定数を備えることが好ましい。具体的には
直径３０ｍｍの加圧板で加圧した際の当該バネ定数が０．１～５Ｎ／ｍｍの範囲、又は、
直径９８ｍｍの加圧板で加圧した際の当該バネ定数が１～１０Ｎ／ｍｍであるものを用い
ることが好ましい。人の臀部の筋肉の荷重－たわみ特性に近似していることにより、三次
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元立体編物と筋肉とが釣り合い、心拍、呼吸、心房や大動脈の揺動などの生体信号が伝播
されると、三次元立体編物が人の筋肉と同様の振動を生じることになり、生体信号を大き
く減衰させることなく伝播できる。
【００２８】
　このような三次元立体編物としては、例えば、以下のようなものを用いることができる
。なお、各三次元立体編物は、必要に応じて複数枚積層して用いることもできる。
【００２９】
（１）製品番号：４９０７６Ｄ（住江織物（株）製）
材質：
　表側のグランド編地・・・３００デシテックス／２８８ｆのポリエチレンテレフタレー
ト繊維仮撚加工糸と７００デシテックス／１９２ｆのポリエチレンテレフタレート繊維仮
撚加工糸との撚り糸
　裏側のグランド編地・・・４５０デシテックス／１０８ｆのポリエチレンテレフタレー
ト繊維仮撚加工糸と３５０デシテックス／１ｆのポリトリメチレンテレフタレートモノフ
ィラメントとの組み合わせ
　連結糸・・・・・・・・・３５０デシテックス／１ｆのポリトリメチレンテレフタレー
トモノフィラメント
【００３０】
（２）製品番号：４９０１１Ｄ（住江織物（株）製）
材質：
　グランド編地（縦糸）・・・６００デシテックス／１９２ｆのポリエチレンテレフタレ
ート繊維仮撚加工糸
　グランド編地（横糸）・・・３００デシテックス／７２ｆのポリエチレンテレフタレー
ト繊維仮撚加工糸
　連結糸・・・・・・・・・８００デシテックス／１ｆのポリエチレンテレフタレートモ
ノフィラメント
【００３１】
（３）製品番号：４９０１３Ｄ（住江織物（株）製）
材質：
　表側のグランド編地・・・４５０デシテックス／１０８ｆのポリエチレンテレフタレー
ト繊維仮撚加工糸の２本の撚り糸
　裏側のグランド編地・・・４５０デシテックス／１０８ｆのポリエチレンテレフタレー
ト繊維仮撚加工糸の２本の撚り糸
　連結糸・・・・・・・・・３５０デシテックス／１ｆのポリトリメチレンテレフタレー
トモノフィラメント
【００３２】
（４）製品番号：６９０３０Ｄ（住江織物（株）製）
材質：
　表側のグランド編地・・・４５０デシテックス／１４４ｆのポリエチレンテレフタレー
ト繊維仮撚加工糸の２本の撚り糸
　裏側のグランド編地・・・４５０デシテックス／１４４ｆのポリエチレンテレフタレー
ト繊維仮撚加工糸と３５０デシテックス／１ｆのポリトリメチレンテレフタレートモノフ
ィラメントとの組み合わせ
　連結糸・・・・・・・・・３５０デシテックス／１ｆのポリトリメチレンテレフタレー
トモノフィラメント
【００３３】
（５）旭化成せんい（株）製の製品番号：Ｔ２４０５３ＡＹ５－１Ｓ
【００３４】
　板状発泡体２１，２２は、ビーズ発泡体により構成することが好ましい。ビーズ発泡体
としては、例えば、ポリスチレン、ポリプロピレン及びポリエチレンのいずれか少なくと
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も一つを含む樹脂のビーズ法による発泡成形体が用いることができる。ビーズ発泡体から
なる板状発泡体２１，２２は、個々の微細なビーズを構成している発泡により形成された
球状の樹脂膜の特性により、微小な振幅を伴う生体信号を膜振動として伝播する。この膜
振動が三次元立体編物に弦振動として伝わり、これらの膜振動と弦振動が重畳され、生体
信号は、膜振動と弦振動が重畳されることによって増幅された機械振動として、後述する
振動センサ３０により検出される。従って、生体信号の検出が容易になる。
【００３５】
　板状発泡体２１，２２をビーズ発泡体から構成する場合、発泡倍率は２５～５０倍の範
囲で、厚さがビーズの平均直径以下に形成されていることが好ましい。例えば、３０倍発
泡のビーズの平均直径が４～６ｍｍ程度の場合では、板状発泡体２１，２２の厚さは３～
５ｍｍ程度にスライスカットする。これにより、板状発泡体２１，２２に柔らかな弾性が
付与され、振幅の小さな振動に共振した固体振動を生じやすくなる。なお、板状発泡体２
１，２２は、本実施形態のように、三次元立体編物１０を挟んで両側に配置されていても
良いが、いずれか片側、好ましくは、シートバック側のみに配置した構成とすることもで
きる。
【００３６】
　ここで、三次元立体編物１０は、幅４０～１００ｍｍ、長さ１００～３００ｍｍの範囲
の短冊状のものが用いられる。この大きさのものだと、三次元立体編物１０に予備圧縮（
連結糸に張力が発生する状態）を生じやすくなり、人と三次元立体編物１０との間で平衡
状態が作りやすい。本実施形態では、人が背部が当接した際の違和感軽減のため、脊柱に
対応する部位を挟んで対象に２枚配設するようにしている。三次元立体編物１０を簡単に
所定位置に配置するようにするため、図１に示したように、三次元立体編物１０は三次元
立体編物支持部材１５に支持させた構成とすることが好ましい。三次元立体編物支持部材
１５は、板状に成形され、脊柱に対応する部位を挟んで対称位置に、縦長の配置用貫通孔
１５ａ，１５ａが２つ形成されている。三次元立体編物支持部材１５は、上記板状発泡体
２１，２２と同様に、板状に形成されたビーズ発泡体から構成することが好ましい。三次
元立体編物支持部材１５をビーズ発泡体から構成する場合の好ましい発泡倍率、厚さの範
囲は上記板状発泡体２１，２２と同様である。但し、生体信号により膜振動をより顕著に
起こさせるためには、三次元立体編物１０，１０の上下に積層される板状発泡体２１，２
２の厚さが、三次元立体編物支持部材１５の厚さよりも薄いことが好ましい。
【００３７】
　三次元立体編物支持部材１５に形成した配置用貫通孔１５ａ，１５ａに、２つの三次元
立体編物１０，１０を挿入配置した状態で、三次元立体編物１０，１０の表側及び裏側に
フィルム１６，１６を積層する。本実施形態では、配置用貫通孔１５ａ，１５ａの周縁部
にフィルム１６，１６の周縁部を貼着して積層する。なお、配置用貫通孔１５ａ，１５ａ
の形成位置（すなわち、三次元立体編物１０，１０の配設位置）は、心房と大動脈（特に
、「下行大動脈」）の拍出に伴う動きによって生じる揺れ及び大動脈弁の動きを検知可能
な領域に相当する位置とすることが好ましい。この結果、三次元立体編物１０，１０は、
上下面が板状発泡体２１，２２によりサンドイッチされ、周縁部が三次元立体編物支持部
材１５によって取り囲まれており、板状発泡体２１，２２及び三次元立体編物支持部材１
５が共振箱（共鳴箱）の機能を果たす。なお、大動脈の壁は、動脈の中でも弾力性に富ん
でおり、心臓から直接送り出される血液の高い圧力を受け止めることができ、また、心臓
の左心室からでたばかりのところには逆流防止の弁である大動脈弁がある。このため、三
次元立体編物の位置を上記の位置にすると、生体の定常性維持のための脳と自律神経系の
負のフィードバック機構の動きをよく捉えることができる。
【００３８】
　また、三次元立体編物支持部材１５よりも、三次元立体編物１０，１０の方が厚いもの
を用いることが好ましい。つまり、三次元立体編物１０，１０を配置用貫通孔１５ａ，１
５ａに配置した場合には、三次元立体編物１０，１０の表面及び裏面が、該配置用貫通孔
１５ａ，１５ａよりも突出するような厚さ関係とする。これにより、フィルム１６，１６
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の周縁部を配置用貫通孔１５ａ，１５ａの周縁部に貼着すると、三次元立体編物１０，１
０は厚み方向に押圧されるため、フィルム１６，１６の反力による張力が発生し、該フィ
ルム１６，１６に固体振動（膜振動）が生じやすくなる。一方、三次元立体編物１０，１
０にも予備圧縮が生じ、三次元立体編物の厚さ形態を保持する連結糸にも反力による張力
が生じて弦振動が生じやすくなる。なお、フィルム１６，１６は、三次元立体編物１０，
１０の表側及び裏側の両側に設けることが好ましいが、いずれか少なくとも一方に設けた
構成とすることも可能である。
【００３９】
　三次元立体編物１０，１０の連結糸は、一対のグランド編地間に掛け渡されるため、い
わばコイル状に巻かれた長い弦となり、上下の節点に共振箱（共鳴箱）の機能を果たすフ
ィルム１６，１６及び板状発泡体２１，２２が配設されている。心拍変動に代表される生
体信号は、低周波であるため、このような長い弦と多数の節点を備えた共振システムによ
り増幅される。つまり、連結糸の弦振動が多数の節点を介してフィルム１６，１６の膜振
動及び板状発泡体２１，２２のビーズの膜振動を起こさせ、これらが重畳して作用し、増
幅される。なお、三次元立体編物の連結糸の節点間の間隔、すなわち、連結糸の配置密度
は高いほど好ましい。
【００４０】
　また、フィルム１６，１６を板状発泡体２１，２２側に予め貼着して一体化しておき、
板状発泡体２１，２２を三次元立体編物支持部材１５に積層するだけで、フィルム１６，
１６を三次元立体編物１０，１０の表側及び裏側に配置できる構成とすることも可能であ
る。但し、三次元立体編物１０，１０に予備圧縮を付与するためには、上記のように、フ
ィルム１６，１６を三次元立体編物支持部材１５の表面に固着することが好ましい。また
、図１のように、三次元立体編物１０毎に対応してフィルムを配設するのではなく、図２
に示したように、２つの三次元立体編物１０，１０を両方とも覆うことのできる大きさの
フィルム１６を用いるようにしてもよい。
【００４１】
　フィルム１６，１６としては、例えば、心拍変動を捉えるには、ポリウレタンエラスト
マーからなるプラスチックフィルム(例えば、シーダム株式会社製、品番「ＤＵＳ６０５
－ＣＤＲ」）を用いることが好ましい。但し、フィルム１６，１６は固有振動数が合致す
れば共振による膜振動を生じるため、これに限るものではなく、採取する対象（心拍、呼
吸、心房や心室及び大動脈の揺動等）に応じた固有振動数を有するものを使用することが
好ましい。例えば、後述の試験例で示したように、伸縮性の小さい素材、例えば、熱可塑
性ポリエステルからなる不織布(例えば、帝人（株）製のポリエチレンナフタレート（Ｐ
ＥＮ）繊維（１１００ｄｔｅｘ）から形成した２軸織物（縦：２０本／ｉｎｃｈ、横：２
０本／ｉｎｃｈ））を用いることも可能である。また、例えば、伸度２ ０ ０ ％ 以上、
１ ０ ０ ％ 伸長時の回復率が８ ０ ％ 以上である弾性繊維不織布（ 例えば、Ｋ Ｂ セ
ーレン（ 株） 製、商品名「エスパンシオーネ」） を用いることも可能である。
【００４２】
　振動センサ３０は、上記したフィルム１６，１６を積層する前に、いずれか一方の三次
元立体編物１０に固着して配設される。三次元立体編物１０は一対のグランド編地と連結
糸とから構成されるが、各連結糸の弦振動がグランド編地との節点を介してフィルム１６
，１６及び板状発泡体２１，２２に伝達されるため、振動センサ３０は感知部３０ａを三
次元立体編物１０の表面（グランド編地の表面）に固着することが好ましい。振動センサ
３０としては、マイクロフォンセンサ、中でも、コンデンサ型マイクロフォンセンサを用
いることが好ましい。本実施形態では、マイクロフォンセンサを配置した部位（すなわち
、三次元立体編物１０を配置した配置用貫通孔１５ａ）の密閉性を考慮する必要がないた
め、マイクロフォンセンサのリード線の配線は容易に行うことができる。本実施形態では
、上記したように、生体信号に伴う人の筋肉及び骨格を介した体表面の振動は、三次元立
体編物１０だけでなく、板状発泡体２１，２２、フィルム１６にも伝播され、それらが振
動（弦振動、膜振動）して重畳されて増幅する。よって、振動センサ３０は、三次元立体
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編物１０に限らず、振動伝達経路を構成する板状発泡体２１，２２及びフィルム１６に、
その感知部３０ａを固定することもできる。なお、本実施形態では、三次元立体編物１０
、三次元立体編物支持部材１５、板状発泡体２１，２２、フィルム１６が生体信号を機械
的に増幅させるため、これらが機械的増幅デバイスを構成する。
【００４３】
　上記した生体信号測定手段１は、例えば、図３に示したように、自動車用シート１００
のシートバックフレーム１１０に被覆される表皮１２０の内側に配置される。なお、配置
作業を容易にするため、生体信号測定手段１を構成する三次元立体編物１０、三次元立体
編物支持部材１５、フィルム１６、板状発泡体２１，２２、振動センサ３０等は予めユニ
ット化しておくことが好ましい。
【００４４】
　 上記した生体信号測定手段１は、三次元立体編物１０と三次元立体編物１０の周辺に
積層される板状発泡体２１，２２とを備えた機械的増幅デバイス、好ましくは、三次元立
体編物１０と板状発泡体２１，２２との間にフィルム１６が配設された機械的増幅デバイ
スを有し、この機械的増幅デバイスに振動センサが取り付けられた構成である。心拍、呼
吸、心房や心室及び大動脈の揺動などの人の生体信号による体表面の微小振動は、板状発
泡体２１，２２、フィルム１６及び三次元立体編物１０に伝播されるが、板状発泡体２１
，２２及びフィルム１６では膜振動を生じ、三次元立体編物には糸の弦振動を生じさせる
。
【００４５】
　さらに言えば、三次元立体編物１０は、一対のグランド編地間に連結糸が配設されてな
るが、人の筋肉の荷重－たわみ特性に近似した荷重－たわみ特性を備えている。従って、
三次元立体編物１０を含んだ機械的増幅デバイスの荷重－たわみ特性を筋肉のそれに近似
させたものにして、それを筋肉に隣接して配置されることで、筋肉及び三次元立体編物間
の内外圧差が等しくなり、心拍、呼吸、心房や大動脈の揺動などの生体信号を正確に伝え
ることができ、これにより、三次元立体編物１０を構成する糸（特に、連結糸）に弦振動
を生じさせることができる。また、三次元立体編物１０に積層された板状発泡体２１，２
２、好ましくはビーズ発泡体は、ビーズの有する柔らかな弾性と小さな密度により各ビー
ズに膜振動が生じやすい。フィルム１６は、周縁部を固定し、人の筋肉の荷重－たわみ特
性に近似する三次元立体編物で弾性支持することにより、所定の張力が生じるため、膜振
動が生じやすい。すなわち、生体信号測定手段１によれば、心拍、呼吸、心房や心室及び
大動脈の揺動などの生体信号により、筋肉の荷重－たわみ特性に近似する荷重－たわみ特
性をもつ機械的増幅デバイス内の板状発泡体２１，２２やフィルム１６に膜振動が生じる
と共に、人の筋肉の荷重－たわみ特性に近似した荷重－たわみ特性を有する三次元立体編
物１０に弦振動が生じる。そして、三次元立体編物１０の弦振動は再びフィルム１６等の
膜振動に影響を与え、これらの振動が重畳して作用する。その結果、生体信号に伴って体
表面から入力される振動は、弦振動と膜振動との重畳によって増幅された固体振動として
直接振動センサ３０により検出されることになる。
【００４６】
　本発明で使用する生体信号測定手段１としては、従来のように密閉袋内の空気圧変動を
検出する構成としたものを用いることも可能であるが、体積と圧力が反比例関係にあるた
め、密閉袋の体積を小さくしないと圧力変動を検出しにくい。これに対し、上記した生体
信号測定手段１によれば、空気圧変動ではなく、上記のように、機械的増幅デバイス（三
次元立体編物１０、板状発泡体２１，２２、フィルム１６）に伝播される増幅された固体
振動を検出するものであるため、その容積（体積）が検出感度の観点から制限されること
はほとんどなく、心拍、呼吸、心房や心室及び大動脈の揺動等に伴う振幅の小さな振動を
感度良く検出できる。このため、多様な体格を有する人に対応できる。従って、上記生体
信号測定手段１は、乗物用シートのように、多様な体格を有する人が利用し、さらに多様
な外部振動が入力される環境下においても感度良く生体信号を検出できる。また、密閉構
造を作る必要がないため、製造工程が簡素化され、製造コストも下げることができ、量産
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に適している。
【００４７】
　なお、上記した生体信号測定手段１は、シート１００の表皮１２０の内側に組み込んで
いるが、表皮１２０の表面に後付で取り付けるシート用クッションに組み込むようにして
もよい。但し、後付で取り付ける場合は、三次元立体編物が体重により予備圧縮が生じや
すいように、シートと三次元立体編物との間に、硬い面を設けることが、例えば、面剛性
の高い三次元立体編物、あるいは、ポリプロピレンなどの合成樹脂製の厚さ１～２ｍｍ程
度のプレートを挿入するなどすることが好ましい。例えば、柔らかい圧縮特性をもつシー
トの場合、三次元立体編物が予備圧縮されず、そのために生体信号が反射されずに吸収さ
れてしまうが、上記のような硬い面を設けることにより、このようなシート側の圧縮特性
のばらつきが吸収され、振幅の大きな生体信号がとりやすくなる。
【００４８】
　次に、生体状態推定装置６０の構成について図４に基づいて説明する。生体状態推定装
置６０は、周波数演算手段６１０、周波数傾き時系列解析演算手段６２０、周波数解析手
段６３０、回帰直線演算手段６４０、分岐点特定手段６５０及び判定手段６６０を有して
構成される。生体状態推定装置６０は、コンピュータから構成され、周波数演算手段６１
０により周波数演算ステップが実行され、周波数傾き時系列解析演算手段６２０により周
波数傾き時系列解析演算ステップが実行され、周波数解析手段６３０により周波数解析ス
テップが実行され、回帰直線演算手段６４０により回帰直線演算ステップが実行され、分
岐点特定手段６５０により分岐点特定ステップが実行され、判定手段６６０により判定ス
テップが実行される。なお、コンピュータプログラムは、フレキシブルディスク、ハード
ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ（光磁気ディスク）、ＤＶＤ－ＲＯＭ、メモリカードなど
の記録媒体へ記憶させて提供することもできるし、通信回線を通じて伝送することも可能
である。
【００４９】
　周波数演算手段６１０は、生体信号測定手段１の振動センサ３０から得られ出力信号の
時系列データ（ＡＰＷ）、好ましくは、フィルタリング処理（例えば、体動などにより生
じた周波数成分を除去するフィルタリング処理）された所定の周波数領域の時系列データ
における周波数の時系列波形を求める。
【００５０】
　周波数演算手段６１０には、生体信号測定手段１の振動センサから得られる出力信号の
時系列波形において、正から負に切り替わる地点（以下、「ゼロクロス地点」という）を
用いて周波数の時系列波形を求める方法（以下、「ゼロクロス法」という）と、生体信号
測定手段１の振動センサから得られる出力信号の時系列波形を平滑化微分して極大値（ピ
ーク）を用いて時系列波形を求める方法（以下、「ピーク検出法」という）の２つの方法
がある。
【００５１】
　ここで、図５は睡眠導入実験で被験者22 名の眠気が無い状態と眠気が有る状態におい
て、被験者22名分のAPW のデータを連結して、周波数分析をした結果を示す。眠気の有無
に関わらず、0.6Hz と1.2Hz にピークがある。ただし、眠気の無・有で、0.6Hz 近傍のパ
ワースペクトルに大小が生じた。このことから、0.6Hz と1.2Hz は、心臓の運動や心拍・
脈拍によって生じる成分であり、これらの周波数により、心臓の運動や心拍・脈拍が制御
されていると考えた。特に、0.6Hz の成分は眠気の有無で変化が生じているため、眠気の
有無といった人の状態変化、すなわち自律神経、特に交感神経の変化に強く関わってくる
周波数と考えた。眠気は、疲労が進行して発生し、交感神経の代償作用が生じてくると軽
減される。また、眠気が生じると活動レベルが低下し、恒常性の維持機能の制御が単純化
し、心臓の収縮・拡張のリズムと振幅がゆるやかになる場合もあると考えた。よって、0.
5 次成分は、眠気が生じると低下していき、心臓の動きも単純なものになるとした。一方
、活性状態は、心臓が必要な血液量を送り出すために、大きな動きが心臓に生じ、心室の
ねじれが加わった回転運動により、0.5 次成分が増大していくとした。そこで、眠気の発
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生は0.6Hzの変動を捉えることで、捕捉、予測ができる可能性が生じた。心臓の運動と心
拍・脈拍及び脈波の成分が表れるAPW は、心拍・脈拍数の1/3～1/2 の周波数成分を中心
とする帯域（0.5 次）と心拍・脈拍数の帯域（1 次）の大きく二つの成分で構成されてい
る。1 次成分は直接APW として捉えることができるが、0.5 次の成分は、直接APW として
捉えることができない。そこで、0.5 次の成分を求める方法が必要になった。この0.5 次
成分を捉える方法として、本発明者は、上記のゼロクロス検出法とピーク検出法（脈拍数
に対応）を考えた。
【００５２】
　ゼロクロス検出法は、APWの基本周波数の変動の様子を捉えるのに適し、ピーク検出法
は心拍数すなわちAPWの複合波、例えば心拍数としてカウントされる高周波成分の周波数
変動と基本周波数の変動の様子を捉えるのに適している。そして、ゆらぎ解析には、ゼロ
クロス検出法・ピーク検出法により求められた時系列波形に傾き時系列解析を適用するこ
とにした。この心拍や脈波及びAPW の周波数成分を利用した解析により、ゆらぎ、すなわ
ち、変化の指向性を捉える。図６はこれらのゼロクロス検出法・ピーク検出法の計算要領
を示す。図７(a)、(b)は、APWにピーク検出法、ゼロクロス検出法を適応した計算要領を
示し、図８は周波数分析した結果を示す。ゼロクロス検出法は0.5 次成分以下の変動を捉
え、ピーク検出法は0.5 次と1 次成分ともに検出できる。そのため、0.5 次成分の変動を
見たい場合はゼロクロス検出法を用い、1 次成分の心拍変動を含めた判定にはピーク検出
法を併用する。すなわち、常時観察にはゼロクロス検出法を用い、判定精度を上げるため
にはピーク検出法を併用し、閾値を上げていくことになる。なお、両検出法ともに、1 次
成分に対して0.5 次成分以下の帯域が強調されたものになっている。
【００５３】
　ゼロクロス法は、まず、ゼロクロス地点を求めたならば、それを例えば５秒毎に切り分
け、その５秒間に含まれる時系列波形のゼロクロス地点間の時間間隔の逆数を個別周波数
ｆとして求め、その５秒間における個別周波数ｆの平均値を当該５秒間の周波数Ｆの値と
して採用する（図９の[1]のステップ）。そして、この５秒毎に得られる周波数Ｆをプロ
ットすることにより、周波数の時系列波形を求める（図９の[2]のステップ）。ピーク検
出法は、例えば、ＳａｖｉｔｚｋｙとＧｏｌａｙによる平滑化微分法により極大値を求め
る。次に、例えば５秒ごとに極大値を切り分け、その５秒間に含まれる時系列波形の極大
値（波形の山側頂部）間の時間間隔の逆数を個別周波数ｆとして求め、その５秒間におけ
る個別周波数ｆの平均値を当該５秒間の周波数Ｆの値として採用する（図９の[1]のステ
ップ）。そして、この５秒毎に得られる周波数Ｆをプロットすることにより、周波数の時
系列波形を求める（図９の[2]のステップ）。
【００５４】
　周波数傾き時系列解析演算手段６２０は、周波数演算手段６１０によって、ゼロクロス
法又はピーク検出法を用いて得られた生体信号測定手段１の振動センサの出力信号の周波
数の時系列波形（ＡＰＷ）から、所定の時間幅の時間窓を設定し、時間窓毎に最小二乗法
により振動センサの出力信号の周波数の傾きを求め、その時系列波形を出力する構成であ
る。具体的には、まず、ある時間窓Ｔｗ１における周波数の傾きを最小二乗法により求め
てプロットする（図９の[3],[5]のステップ）。次に、オーバーラップ時間Ｔｌ（図９の[
6]のステップ）で次の時間窓Ｔｗ２を設定し、この時間窓Ｔｗ２における周波数の傾きを
同様に最小二乗法により求めてプロットする。この計算（移動計算）を順次繰り返し、エ
アパック信号の周波数の傾きの時系列変化を周波数傾き時系列波形として出力する（図９
の[8]のステップ）。なお、時間窓Ｔｗの時間幅は１８０秒に設定することが好ましく、
オーバーラップ時間Ｔｌは１６２秒に設定することが好ましい。これは、本出願人による
上記特許文献３（ＷＯ２００５／０９２１９３Ａ１公報）において示したように、時間窓
Ｔｗの時間幅及びオーバーラップ時間Ｔｌを種々変更して行った睡眠実験から、特徴的な
信号波形が最も感度よく出現する値として選択されたものである。
【００５５】
　また、上記したように、心房細動のゆらぎの特性は０．００３３Ｈｚで切り替わり、０
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．００３３Ｈｚのゆらぎを調整するためのゆらぎが、０．００３３Ｈｚ近傍以下に存在す
ると言われている。従って、０Ｈｚと０．００３３Ｈｚの中間である０．００１７Ｈｚを
中心としたゆらぎの状態を見ると、ばらつきが生じたとしても０．００３３Ｈｚ以下に生
じるゆらぎの状態の概要が現れると考えられる。０．００１７Ｈｚの波形の１／４周期に
あたる時間は１４７秒である。９０％ラップ状態で波形をスムージングするとして、前後
の１０％の時間を加算すると、１４７／０．８＝約１８０秒となり、この点からも１８０
秒とすることが好ましいと言える。ここに、180秒、3 分間で変化していく様子、変化の
傾向、微分係数、傾きを時系列波形として捉える。そして180 秒間の平均値である傾きを
、スムージングさせるために180秒間の時間を90％ラップさせて、18秒毎にプロットして
いき時系列波形を作り、この傾きの時系列波形を使って解析を行う。この傾き時系列波形
は恒常性のゆらぎを捉えるもので、心拍変動の制御の程度を時系列波形として大局的に評
価するものである。
【００５６】
　周波数解析手段６３０は、周波数傾き時系列解析演算手段６２０から得られる周波数傾
き時系列波形を周波数解析し、パワースペクトルを求める手段である。
【００５７】
　回帰直線演算手段６４０は、周波数解析手段６３０により出力される解析波形について
、所定の周波数範囲毎に回帰直線を求める手段である。分岐点特定手段６５０は、回帰直
線演算手段６４０により求められる複数の回帰直線から、隣接する周波数範囲の回帰直線
同士の傾きが所定角度以上変化するポイントを分岐点と特定する手段である。
【００５８】
　回帰直線演算手段６４０における所定の周波数範囲毎とは、例えば、０．００１Ｈｚ毎
あるいは０．００２Ｈｚ毎といったように回帰直線を求めていく。あるいは、０．００３
３Ｈｚ以下の範囲、０．００３３Ｈｚ～０．００６Ｈｚの範囲、０．００６Ｈ以上の範囲
といったように区切ってもよい。また、例えば、０．００２Ｈｚ毎に求める際に、最初に
求めた回帰直線に対して、周波数帯で任意の率（例えば９０％）でオーバーラップさせて
次の回帰直線を求めるというようにすることも可能である。
【００５９】
　このようにして回帰直線を求めていった際に、回帰直線の傾きが大きく変化するポイン
トがあった場合に、そのポイントを分岐点として特定するのが分岐点特定手段６５０であ
る。傾きの大きな変化は、隣接する一方の回帰直線と他方の回帰直線との間の外角が所定
の角度（例えば２２５度）以上となるポイントや、２つの下記直線の傾きが正と負の間で
切り替わるポイントというように設定できる。状態の大きな変化が影響していると考えら
れることから、ゆらぎが生じていない分岐現象として捉えられる（０．００３５－０．０
０１７）／２＝０．０００９Ｈｚの間でパワースペクトルの急激に変化する点、あるいは
、正と負の間で切り替わるポイントなどを分岐点とすることが破壊モードである分岐現象
を分岐点として特定しやすいことからも好ましい。
【００６０】
　判定手段６６０は、周波数解析手段６３０により出力される解析波形、回帰直線演算手
段６４０により得られる回帰直線の形、分岐点特定手段６５０により求められる分岐点の
位置のいずれか少なくとも一つの要素を用いて人の状態を判定する。なお、いずれが要素
がどのような場合にどのような状態であるかは、予め、コンピュータの記憶部に参照デー
タとして記憶させておき、判定手段６６０は、求めた解析波形、回帰直線の形、分岐点の
位置を参照データに照合し、人の状態を判定する。
【００６１】
　判定手段６６０は、後述の試験例から、例えば、次のように判定する。
（１）分岐点が無く、前記各回帰直線の傾きが１／ｆｎに近似している場合・・・健常か
つ高覚醒状態
【００６２】
（２）いずれかの回帰直線同士の交点からなる分岐点が１つで、その位置が周波数０．０
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１Ｈｚ以下の長周期側であり、この分岐点を境として短周期側の回帰直線の傾きが１／ｆ
ｎに近似している場合・・・健常かつ中程度又は低度の覚醒状態
【００６３】
（３）いずれかの回帰直線同士の交点からなる分岐点が２つ以上であって、一方の分岐点
の位置が周波数０．０１Ｈｚ以下の長周期側であり、該一方の分岐点と他方の分岐点との
間に対数パワースペクトル密度の値で所定以上の較差がある場合・・・眠気状態又は入眠
予兆現象を伴う状態
【００６４】
（４）心部揺動波（ＡＰＷ）を用いた解析波形の回帰直線が、短周期側の所定の位置まで
は上記（１），（２）と同様の傾向を示し、所定の位置から短周期側の回帰直線が水平状
態に近くなっている一方、指尖容積脈波を用いた解析波形の回帰直線が、上記（１），（
２）と同様の傾向を示し、短周期側の回帰直線の傾きに乖離が生じている場合・・・不顕
性の不整脈の疑い
【００６５】
（５）いずれかの回帰直線同士の交点からなる分岐点が４つ以上であって、そのうちの２
つの分岐点が周波数０．０１Ｈｚ以下の長周期側に位置し、他の２つの分岐点が周波数０
．００６Ｈｚ以上であって前記長周期側の分岐点よりも短周期側に位置し、前記長周期側
の２つの分岐点間に対数パワースペクトル密度の値で所定以上の較差があり、前記短周期
側の２つの分岐点間に対数パワースペクトル密度の値で所定以上の較差がある場合・・・
病気状態
　以下、試験例に基づき、判定手段６６０における判定方法をさらに詳細に説明する。
【００６６】
（試験例１）
（眠気の有無に関する判定試験）
　図１に示した生体信号測定手段１を、（株）デルタツーリング製、シートクッションで
ある商品名「ツインランバー」の背部の裏側に積層し、屋内に設置した自動車用シートに
取り付け、被験者を着座させ、座位姿勢での心房や心室及び大動脈の揺動による生体信号
（以下、「心部揺動波」というが、「ＡＰＷ」と略記する場合もある）を採取した。なお
、生体信号測定手段１を構成する板状発泡体２１，２２及び三次元立体編物支持部材１５
は、ビーズの平均直径が約５ｍｍで、厚さ３ｍｍにスライスカットしたビーズ発泡体を用
いた。三次元立体編物１０は、住江織物（株）製、製品番号：４９０１１Ｄで、厚さ１０
ｍｍのものであった。フィルム１６は、シーダム株式会社製、品番「ＤＵＳ６０５－ＣＤ
Ｒ」を用いた。被験者は、２０歳代～５０歳代の健康な男性である。
【００６７】
　生体信号測定手段１から得られた心部揺動波を周波数演算手段６１０においてゼロクロ
ス（０ｘ）法を適用して処理し、周波数の時系列波形を求め、この周波数の時系列波形を
、周波数傾き時系列解析演算手段６２０により処理して周波数の傾きの時系列波形を求め
た。次に、周波数解析手段６３０は、周波数傾き時系列波形を周波数解析し、パワースペ
クトルを求め、横軸に周波数（対数値）を、縦軸にパワースペクトル密度（対数値）をと
って解析波形を表示したものが図１０～図２３に示したグラフである。また、解析波形に
重ねて示した太線は、回帰直線演算手段６４０により求めた回帰直線を示すものである。
回帰直線１は０．００３３Ｈｚ以下、回帰直線２は０．００３３Ｈｚ～０．００６Ｈｚの
範囲、回帰直線３は０．００６Ｈｚ以上の各周波数領域で求めたものである。但し、回帰
直線２と回帰直線３とのなす角度が１０度以下の場合には、両者を一つの直線で表し、図
においては回帰直線２として表示している（図１０～図１５）。また、各回帰直線（その
延長線も含む）の交点が分岐点であるが、本試験例では、それらの交差角度が１０度を超
える場合にプロットするように設定した。なお、本試験例及び下記の試験例では１０度に
設定しているが、これはあくまで例示であり、要求される分析結果の精度に応じて変える
こともできるし、あるいは、被験者毎に変えたすることもできる。
【００６８】
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　図１０～図１５は、各被験者ａ～ｋが眠気を有していない状態（覚醒状態）のデータで
ある。これらの図から、いずれの場合も、分岐点は１つ（回帰直線１，２との間）であり
、この分岐点の位置が、０．００１～０．００５Ｈｚに存在し、かつ、分岐点より短周期
側の回帰直線２は、その方向きが１／ｆｎに近似している。なお、本明細書において、水
平状態に近似とは、周波数に対する傾きが－０．５～０の範囲、１／ｆに近似とは、周波
数に対する傾きが－０．５以下で－１．５よりも大きい範囲、１／ｆ２に近似とは、－１
．５以下で－２．５よりも大きい範囲をいう。
【００６９】
　図１６～図２３は、各被験者Ａ～Ｏが眠気を生じた状態のデータである。これらの図か
ら、分岐点は、回帰直線１，２の間と回帰直線２，３の間の２箇所に生じていることが分
かる。そして２つの分岐点がいずれも０．００３～０．００９Ｈｚの範囲にあり、図１０
～図１５の眠気を有していない状態よりも短周期側に存在している。また、２つの分岐点
間には、対数パワースペクトル密度で所定以上の較差がある。すなわち、回帰直線２を挟
んだ２つの回帰直線１と３との間に較差があり、回帰直線２は垂直に近い傾きとなってい
ることが、図１６～図２３の覚醒状態と比較した場合の大きな特徴である。すなわち、回
帰直線２は、被験者の状態が回帰直線１の状態から回帰直線３の状態に移る間の疲労の進
行に伴う機能低下を示す線であると言える。また、２つめの分岐点よりも短周期側の回帰
直線３は、これらの例ではほぼ１／ｆに近い傾きとなっている。これは、各被験者ａ～ｋ
が眠気を感じ、比較的リラックス状態になっていることを示している。
　以上のことから、解析波形の分岐点の数、分岐点間の較差、回帰直線の傾きを用いるこ
とにより、覚醒状態か眠気のある状態かを判定できる。上記のように、本試験例はいずれ
も健常者が被験者となっており、病気を有する被験者との間でも明らかな差があるが、こ
れらの詳細については後述する。
【００７０】
　図２４（ａ），（ｂ）は、それぞれ眠気の無い状態（覚醒状態）と眠気のある状態にお
ける被験者全員のデータを連結してゼロクロス法で処理して傾き時系列波形を求め、周波
数解析して解析波形と回帰直線を求めたグラフである。このグラフには、データを連結し
て２４時間計測分としたデータと１時間計測分としたデータを併せて表示した。
【００７１】
　24時間計測分のデータをゼロクロス検出法で処理し、さらに周波数分析することによっ
て得られるゆらぎは、（ａ）の眠気が無いときは、分岐点が0.002Hz 以下にあり、（ｂ）
の眠気が有るときは0.005Hz 近傍に分岐点が移る。そして、眠気が無いときは、1/f に近
づき、眠気が有るときは、さらに分岐点が0.006Hz 以上の帯域で複数生じ、2 つ以上の分
岐点は分岐現象を示し、異常があると判断できる。さらにゆらぎの傾きは、1/f から略水
平の方に近付いていく。また、1時間計測分のデータをゼロクロス検出法で処理し、さら
に傾き時系列解析し、周波数分析することによって得られるゆらぎも、24 時間分のデー
タを周波数分析した結果によって得られるゆらぎ曲線と同様の傾向を示す。従って、約1 
時間計測分のデータを傾き時系列波形にし、周波数分析することによって得られたゆらぎ
は、約24 時間計測分のデータを周波数分析することによって得られるゆらぎと同等の眠
気の有無の判定ができる可能性が示唆される。
【００７２】
（試験例２）
（実車走行試験）
　試験例１と同様に、図１に示した生体信号測定手段１を、（株）デルタツーリング製、
シートクッションである商品名「ツインランバー」の背部の裏側に積層し、自動車の運転
席のシートに取り付け、実車走行試験を行った。６０歳代の健康な男性被験者Ｓ氏により
高速道路を模擬したコースを約６０分間走行した。
【００７３】
　図２５は、その結果を示した図であり、本出願人が開発した従来の指標による時系列波
形で分析したところでは、約１６～１８分の間で眠気が生じているが、その他の時間帯は
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覚醒状態であると判定できる。実際の被験者Ｓ氏のコメントでは、実験前半で軽い眠気を
覚えたがその他の時間帯は眠気を感じなかった、ということであった。
【００７４】
　一方、本発明による解析波形を示したのが図２６である。この図から、回帰直線の分岐
点は２つあり、約０．００６Ｈｚまでの回帰直線と、２つ目の分岐点である約０．００７
Ｈｚ以降の回帰直線との間で所定の較差が生じている。このことから、２の分岐点の間に
機能低下が生じ、眠気を生じていたことが判定でき、本発明による解析結果が有効である
ことがわかる。
【００７５】
　図２７～図２９は、５０歳代の健康な男性被験者Ｆ氏が、高速道路を模擬したコースを
連続して運転した際の解析波形を示した図である。図２７は、９時０６分から１．５時間
分の解析結果を、図２８は、１１時１２分から１．５時間分の解析結果を、図２９は、１
３時５４分から１時間分の解析結果を示す。
【００７６】
　いずれの図も０．００６Ｈｚ前後を境界として２つの分岐点があり、０．００６Ｈｚ以
前の回帰直線とそれ以降の回帰直線との間に較差が生じており被験者Ｆ氏が機能低下によ
る眠気を感じていることがわかる。被験者Ｆ氏のコメントによると、全般的に比較的強い
眠気を感じており、特に、運転後半になるほど、眠気を強く感じた、ということであった
。
【００７７】
　そこで、軽い眠気であった図２６の被験者Ｓ氏の場合と、より強い眠気を感じていた図
２７～図２９の被験者Ｆ氏の場合とを比較すると、まず、０．００６Ｈｚ前後より長周期
側の回帰直線の傾きにおいて、図２６の場合は、ほぼ水平状態 に近い傾きであるが、図
２７～図２９の場合には、いずれも右肩上がりになっていることが分かる。このことから
、最初の分岐点より前の長周期側の回帰直線の傾きは、眠気を感じるほど右肩上がりとな
り、水平から右肩下がりになるほど（１／ｆｎに傾きが近づくほど）眠気が弱くなってい
ると言える。また、図２７の場合よりも、図２８及び図２９の方が、０．００６Ｈｚ前後
の２つめの分岐点よりも短周期側の回帰直線の傾きの右肩上がりの角度が大きくなってい
ることがわかる。被験者Ｆ氏のデータ中、軽い眠気の図２７の場合には右肩下がり（１／
ｆ）に近い。いずれも運転していることから覚醒を保たなければならないという意識（す
なわち、眠気に対する反撃（攻撃）意識）が働くが、２つめの分岐点よりも短周期側の回
帰直線の傾きが右肩上がりになるほど、眠気が強くなることに対応してその反撃意識が強
くなっていることがわかる。
【００７８】
　すなわち、分岐点が２箇所存在し、一方の分岐点よりも長周期側の回帰直線と他方の分
岐点よりも短周期側の回帰直線との間に所定の較差が存在する場合において、長周期側の
回帰直線が右肩上がりになるほど眠気が強いという判定指標となり、短周期側の回帰直線
が右肩上がりになるほど眠気に対する反撃性（攻撃性）が強いという判定指標となる。
【００７９】
（試験例３）
（同一被験者の状態別試験）
　５０歳代の男性被験者ＦＧ氏について、過労時(座位)、睡眠時（臥位）、起床時（座位
）の各状態別に上記と同様に対数パワースペクトル密度の解析波形を求め、図３０～図３
４に示した。
【００８０】
　図３０（ｂ）の睡眠時は、分岐点が０．００４Ｈｚ付近と０．００８Ｈｚ付近の２点で
あり、図３１の回復時（起床時）もほぼ同様であるが、２つ目の分岐点より短周期側の回
帰直線は、回復時（起床時）の方が水平に近く、起床した時点でまだ体調が十分ではない
ことを示している。一方、睡眠時と比較して回復時（起床時）の方が短周期側の振幅（０
．００６Ｈｚ以上）が大きく、活性の程度が高くなっていることがわかる。図３０（ａ）
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の過労時では、分岐点が複数あるとともに、分岐点よりも短周期側の回帰直線の傾きがほ
ぼ水平状態に近いか、若干右肩上がりであり、睡眠時と比較して、疲労に対する強い反撃
性（攻撃性）を示していることが読み取れる。
【００８１】
　図３２～図３４は、上記と同じ５０歳代の被験者ＦＧ氏がカキによる食中毒を起こした
際のデータであり、順に、食中毒発症時、投薬時、投薬中止１日目、投薬中止２日目、投
薬中止３日目の各状態の対数パワースペクトル密度の解析波形を示している。
【００８２】
　図３２の発症時においては、分岐点が２つで、短周期側の振幅の変化が図３３（ａ）の
投薬時よりも大きくなっている。投薬時の図３３（ａ）の場合、図３２よりも全体として
１／ｆの傾きに近くなっているが、短周期側において水平に近い回帰直線が認められる。
これは、投薬により症状が抑えられているものの依然として病気に耐えていることを示唆
するものである。一方、図３３（ｂ）及び図３４の投薬中止して以降は、分岐点が２つ以
上になると共に、短周期側の振幅が図３３（ａ）の投薬時と比較して大幅に大きくなって
おり、短周期側の回帰直線も水平に近いか右肩上がりになっている。従って、投薬を中止
すると、病気に対する反撃性（攻撃性）がより強くなることがわかる。
【００８３】
　なお、振幅の乱れは、単に振幅の振れ幅だけで比較するだけでなく、振幅を示す波形に
取り囲まれた面積を計算し、健常時と比較してどの程度面積が大きくなっているか否かに
より判定することもできる。
　また、例えば、図３１の回復時では、短周期側の回帰直線が水平に近いが、その前の図
３０（ｂ）では、回帰直線が右肩下がり（１／ｆに近い状態）になっている。これは、時
系列でみれば（図３０（ｂ）、図３１の順にみると）、ゆらぎが次第に減衰していく消極
的なゆらぎを示す受容している状態（リラックスしている状態）から、耐えている状態に
変化しているのであるが、２つの状態間で急激に変化するのではなく、それらの中間状態
として硬直したような状態が存在する。
　一方、図３３（ｂ）から図３４（ａ）に移る際には、図３３（ｂ）の右肩上がりの回帰
直線が、図３４（ａ）において、水平に近い状態に変化する。この場合は、ゆらぎが次第
に拡散する積極的なゆらぎを示す反撃（攻撃）している状態から、耐えている状態に変化
するが、この場合の中間状態としては、反撃（攻撃）を我慢する状態が存在する。
　従って、本発明による解析波形及び回帰直線の時間的変化を求めることにより、各状態
間の中間状態の推定を行うこともできる。
【００８４】
(試験例４)
（心電図、指尖容積脈波との比較試験）
　図１に示した生体信号測定手段１を背部に当てて上記と同様に心部揺動波（ＡＰＷ）を
採取する手段に加え、被験者の体前側の胸部及び腹部においてそれぞれ上記と同じ構造の
生体信号測定手段（但し、大きさは上記生体信号測定手段１よりも小さい）を当接し、計
３箇所から生体信号測定手段による生体信号データ（以下、これらをまとめて「体表脈波
」という）を得た。また、試験時に、同時に、心電図計により心電図を測定するとともに
、指尖容積脈波計（(株)アムコ製、フィンガークリッププローブ　ＳＲ－５Ｃ）を用いて
指尖容積脈波も測定した。結果を被験者別に図３５～図３９に示す。なお、各図において
（ａ）は胸部から得た生体信号の解析波形を、（ｂ）は腹部から得た生体信号の解析波形
を、（ｃ）は背部から得た生体信号（心部揺動波）の解析波形を、（ｄ）は心電図計から
得た心電図データの解析波形を、（ｅ）は（ａ）～（ｄ）の解析波形を併せて示したもの
を、（ｆ）は指尖容積脈波データの解析波形をそれぞれ示す。
【００８５】
　図３５は、２０歳代の健常な男性ＡＯ氏のデータである。実験中の被験者ＡＯ氏の様子
は、実験開始後５分でウトウトし始め、その後ずっと睡眠したが、物音がする度に目が覚
める程度の浅い睡眠であった。
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【００８６】
　図３５から、２つの回帰直線間の分岐点同士の間に所定の較差があり、機能低下による
眠気を生じている（睡眠中も含む）と判定できる。また、いずれのデータもほぼ同一の傾
向を示しているが、心電図のデータと、胸部、腹部及び背部のデータとの間で若干の乖離
がある。
【００８７】
　図３６も、２０歳代の健常な男性Ｕ氏のデータである。実験中の被験者Ｕ氏の様子は、
実験開始後１０分までは覚醒しており、その後ウトウトして２０分後過ぎから浅い睡眠に
なった。
【００８８】
　図３６から、２つの回帰直線間の分岐点同士の間に機能低下による所定の較差があり、
眠気を生じている（睡眠中も含む）と判定できる。また、いずれのデータもほぼ同一の傾
向を示しているが、心電図のデータと、胸部、腹部及び背部のデータとの間に若干の乖離
がある。
【００８９】
　図３５（ｅ）及び図３６（ｅ）を参照すると、２０歳代の健常な人の場合で、心電図の
データに対し、胸部、腹部及び背部のデータとの間に若干の乖離があると、睡眠中である
ことを示すと考えられる、乖離の幅は個人差があるため、予めデータを取っておき、所定
の閾値を設定することができる。
【００９０】
　図３７は、８９歳の健常な男性ＨＯ氏のデータである。この被験者ＨＯ氏も上記と同様
に眠気が生じているが、各データは総じて同様の傾向を示している。これに対し、図３８
は、同じ被験者ＨＯ氏が測定前日の睡眠時間が４時間半で、測定日の午前中頭痛を感じて
いたが測定時には頭痛を感じなくなった状態での試験結果である。この図においても、全
体的にはいずれも類似の傾向にあるが、（ｅ）では、心電図のデータが若干他のデータか
ら乖離している。これは、高齢であることから睡眠不足により心臓に負担がかかったこと
によるものと考えられる。
【００９１】
　すなわち、図３５～図３７のように、測定部位を異ならせた体表脈波のデータ、心電図
のデータ、指尖容積脈波のデータを比較することで、それらがほぼ一致していれば概ね健
常と言えるが、データが相互に不一致で乖離の程度が大きい場合には、何らかの異常が体
に生じていることを示すものと考えられる。
【００９２】
　そこで、疾患を有している者について試験を行った。
　図３９は８６歳の男性被験者（藤田良登氏）であって、大腸がんを患っており、測定時
の約１ヶ月前にリンパ節切除、大腸の一部切除の手術を行っており、測定時は家の中で歩
行でき、食事を座って摂ることができる程度に回復した状態である。測定日の同日に行っ
た血液検査の結果が図４０であり、この血液検査の結果を見る限り、正常値の範囲から大
きく外れたデータはなく、血液検査の結果のみから判断すれば術後の経過が良好で特別な
異常はないと判断できる。
【００９３】
　しかしながら、図３９の測定結果を見ると次のことが言える。まず、図３９（ｆ）から
、心電図データと他のデータとの間の乖離が極めて大きいことがわかる。これは、心臓に
大きな負担が生じていることを意味する。（ｃ）からは、分岐点が複数であるとともに、
短周期側の振幅が顕著に大きく、病気の傾向を示していることがわかる。また、０．００
６Ｈｚ以上の２つの回帰直線がいずれも右肩上がりであり、外部ストレスによる機能低下
に対して強い反撃性（攻撃性）を示している。（ａ）の胸部及び（ｂ）の腹部も、（ｃ）
と同様に機能低下と強い反撃性（攻撃性）を示しているが、短周期側の振幅では腹部の方
が胸部よりも大きく、活性度が高い。なお、（ｅ）の指尖容積脈波のデータから読み取れ
る末梢系は分岐点が４つ以上で病気の徴候を示すものの、０．００６Ｈｚ以上の短周期側
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の回帰直線の傾きが１／ｆに近く、末梢系の反撃性（攻撃性）は（ｃ）の心部揺動脈波と
比較して若干低い。
　一方、血液検査及び図３９の測定を行った日の２週間後において、被験者（藤田良登氏
）の躯幹部のＣＴ撮影を行った。このＣＴ画像を図４１として示す。図４１から多量の腹
水、胸水が認められ、腹膜播種及び胸膜播種の疑いを指摘された。また、ＣＴ画像から心
肥大の傾向が見られ、図３９（ｆ）の心電図データと他のデータとの間の大きな乖離は、
心肥大により生じたものであると考えられる。
【００９４】
　本発明を用いた体表脈波の解析結果では、図３９に示したように、胸部及び腹部の病的
徴候を検出している。一方、（ａ）の胸部及び（ｂ）の腹部の解析波形と、（ｃ）の背部
の解析波形とを比較すると、胸部及び腹部の解析波形が比較的近似しているのに対し、背
部の解析波形は異なっており、特に短周期側において振幅が大きくなっている。これは、
胸水と腹水の増加、胸膜播種、腹膜播種、大動脈瘤などの影響で胸部及び腹部にストレス
が及び、胸部及び腹部内が高圧になり、背部の解析波形とは大きく異なるものになったも
のと考えられる。従って、背部（心部揺動波）の解析波形を他の体表脈波と比較すること
で、ストレスの及んでいる箇所を特定できると言える。すなわち、本発明の生体状態推定
装置による解析結果は血液検査だけでは得られない情報を得ることができると言える。Ｃ
Ｔ撮影は、被験者（藤田良登氏）の体調が不調になったために行ったものであるが、その
意味では、近い将来における体調変化を、本発明を用いた体表脈波の解析結果は捉えてい
ると言える。
【００９５】
　また、本発明の生体状態解析装置は、上記した生体信号検出手段１を用い、非侵襲で得
た生体信号（心部揺動脈波を含む体表脈波）を解析する装置である。このため、被験者の
負担が極めて小さく、高齢で病気の患者でも負担をかけることなく簡易に測定し解析でき
る。さらに、心電図データと比較することで心臓への負担の度合いも判定できる。この被
験者は、実際、さらに８日後に腹膜播種、胸膜播種と診断され、腹水を１リットル抜き、
一時的な回復を得たが、余命１ヶ月と診断された。その１日後、動脈酸素分圧が急降下し
たので純酸素を３リットル吸引したが状態が急変していった。このような純酸素の吸収に
よっても動脈酸素分圧が上昇しないものは低酸素血症の特徴である。すなわち、これは、
酸素化能障害が生じたものと思われる。この酸素化能障害は拡散障害に端を発すると考え
られ、胸水による圧迫によって生じたものと推定される。なお、通常、酸素飽和度（Ｓｐ
Ｏ２）は成人で９９％あり、これが８５％以下になると脳に酸素が行かなくなって死に至
る。本被験者の場合、容態が急変し、腹水を抜いた直後８８％あった酸素飽和度（ＳｐＯ

２）が急降下し、３リットルの酸素吸引を行っても９１％にしかならなかった。
【００９６】
　図４２は、６２歳の男性被験者ＹＡ氏の測定結果で、ＹＡ氏は、肺がんを患っている。
胸部、腹部及び背部（心部揺動波）において分岐点が４つ以上あり、短周期側の回帰直線
が右肩上がりになる反撃性（攻撃性）を示している。すなわち、胸部、腹部及び心臓にお
いて機能低下が生じ、交感神経の亢進が見られる。また、（ｆ）から心電図データとの解
析結果との乖離も比較的大きく、心臓の負担が大きいことがわかる。さらに、短周期側に
おける振幅を比較すると、（ａ）～（ｃ）の中枢系（胸部、腹部及び心臓）のデータも大
きいが、（ｅ）の末梢系のデータの方が振幅がより大きく、末梢系における異常（病気）
も懸念される。
【００９７】
　図４３は、同じ男性被験者ＹＡ氏の臥位のデータであるが、図４２の約４ヶ月前の測定
結果である。このデータにおいても、（ａ）～（ｃ）から中枢系の異常が検出されている
ことがわかる。また、（ｅ）の末梢系の異常の程度が高いことがわかる。その一方、（ｆ
）の心電図データとの比較を見ると、図４２よりも乖離が小さい。従って、約４ヶ月の間
に心臓に負担がかかるような異常（病気）が進行したと見ることができる。
　ここで、図３９～図４３の被験者はいずれもがん患者である。また、被験者ＹＡ氏の場
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合、図４２はがんの診断がなされた後のデータであるが、図４３はがんの診断がなされる
以前のデータである。しかしながら、いずれも、短周期側の回帰直線の右肩上がりの現象
がみられる。特に、心部揺動波の右肩上がりの現象は顕著である。従って、このように少
なくとも心部揺動波において右肩上がりの回帰直線が出現した場合、特に、眠気の徴候と
混同しないように、眠気のない覚醒状態で測定したものでありながら、右肩上がりの回帰
直線が少なくとも１本、好ましくは２本以上出現した場合には、「がんの疑いあり」と判
定する構成とすることが好ましい。本実施形態の生体状態推定装置は、厳密な診断を行う
ことが目的ではなく、簡易な測定で、病気の疑い、ここではがんの疑いのある者を大まか
にスクリーニングするものである。その意味で、このような右肩上がりの現象が出現した
ならば、何らかの病気を患っていること、特にがんの可能性があることを抽出できる判定
手段とすることが好ましい。
【００９８】
　図４４は、７３歳の自覚的には健常な男性被験者ＨＯ氏のデータである。（ｃ）の背部
（心部揺動波（心臓））では、分岐点が１つであって、分岐点以降の回帰直線の傾きが１
／ｆに近いが、（ａ）の胸部及び（ｂ）の腹部では、分岐点が４つ以上で、短周期側の回
帰直線が水平状態に近い傾き又は右肩上がりになっており、病気への生体からの反撃性（
攻撃性）の増大から胸部、腹部において異常（病気）が見られると判定できる。（ｆ）を
見ると、心電図のデータとの間で乖離があり、心臓への負担が大きい状態であると判定で
きる。また、（ｅ）の末梢系も、分岐点が４つ以上で、短周期側の回帰直線が水平状態に
近いことから病気の可能性があると判定できる。
【００９９】
（まとめ）
　図４５（ａ）は、入眠予兆現象を生じた指尖容積脈波のデータの代表事例を示す。これ
は生体信号として指尖容積脈波を用いたものであり、指尖容積脈波の原波形をウエーブレ
ット解析したデータと、指尖容積脈波の原波形から周波数傾きの時系列波形を求めたデー
タである。図４５（ａ）に示したウエーブレット解析においてＬＦ／ＨＦのバースト波形
が生じた時点が入眠予兆現象を示す信号である。
【０１００】
　この入眠予兆信号の前後で、上記した周波数の傾き時系列波形を周波数解析して解析波
形の回帰直線を求めたのが図４５（ｂ）である。この図において、覚醒時では、回帰直線
は、１／ｆ傾きであるのに対し、入眠予兆信号が現れた後の眠気のある状態では、分岐点
が生じていることがわかる。すなわち、０．００６Ｈｚ未満の領域では、覚醒時の右肩下
がりの傾きが、入眠予兆信号の出現後は右肩上がりの傾きに変化している。この中で、上
記した特徴的な信号である、０．００１７Ｈｚ、０．００３５Ｈｚ、０．００５３Ｈｚの
推移を抽出したのが図４５（ｃ）である。この図から、眠気が生じると、０．００５３Ｈ
ｚの信号（活動調整信号）のパワースペクトル密度の値が相対的に高くなり、これと対照
的に０．００１７Ｈｚの信号（機能調整信号）のパワースペクトル密度の値が相対的に小
さくなり、０．００３５Ｈｚの信号（疲労受容信号）が若干相対的に高くなっている。従
って、この代表事例から、特に、活動調整信号の変化を覚醒時と比較することにより眠気
が生じているか否かを判定するのに有効である。
【０１０１】
　図４６は、試験例４の各被験者の事例をまとめて模式的に示した図である。胸部、腹部
、背部（心部揺動波）の体表脈波の解析波形に対し、心電図データの解析波形、指尖容積
脈波の解析波形がいずれも近似している場合には、健康と判定する。健康事例に対し、心
電図データの解析波形が乖離している場合には、加齢に伴い心臓・血管系に負担がかかっ
ていることを示す。これに加えて、背部（心部揺動波）の波形が、胸部・腹部の波形と乖
離し、指尖容積脈波の波形の振幅が大きくなっている場合には、心肥大等により心臓に大
きな負担がかかっていることを示す。さらに、心電図データの乖離に加え、腹部の体表脈
波、背部（心部揺動波）の体表脈波、指尖容積脈波の解析波形が近似している一方で胸部
の解析波形が乖離している場合には、腹部付近の疾患、例えば腹部大動脈に異変が生じた
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可能性を示す。なお、心電図データ等の乖離の程度は、個人差もあるため、例えば、健常
時における心電図データと心部揺動波との乖離の量を基準として、例えばその５倍以上離
れた場合に上記のように判定する、といったように設定できる。
【０１０２】
　図４７は、上記したものを全てまとめて示したものであり、中央の図に示した１／ｆの
傾きになっている解析波形を基準とし、これを健常かつ覚醒状態とすると、０．００６Ｈ
ｚよりも短周期側の回帰直線が１／ｆｎに近いか、水平状態に近いか、右肩上がりかによ
り、それぞれ、生体に生じている所定の状態（眠気、病気など）を受容しているか、その
状態に耐えているか、その状態に対して反撃ないしは攻撃をしているかを判定できる。特
に、上記したように、０．００１７Ｈｚ、０．００３５Ｈｚ及び０．００５３Ｈｚの信号
の推移に注目することにより、眠気の状態をより確実に検出できる。
【０１０３】
　また、分岐点が２つ以上あり、２つの回帰直線間に所定以上の較差がある場合には、疲
労（眠気）や病気による機能低下が生じたことを示すものである。また、０．００５３Ｈ
ｚよりも短周期側、好ましくは０．００６Ｈｚよりも短周期側における回帰直線の傾きが
１／ｆｎに近いか、水平状態に近いか、右肩上がりかにより、傾斜角度が水平に近づくほ
ど、さらには右肩上がりになるほど、疲労（眠気）や病気による機能低下に対する抵抗力
がより強くなることを意味する。すなわち、１／ｆｎに近い場合には比較的リラックスし
てその状態を受け入れていることを意味し、水平状態に近い場合にはその状態に耐えてい
ることを意味し、さらに右肩上がりになるとその状態により強い抵抗を示し、反撃あるい
は攻撃を生体が示していることを意味する。
【０１０４】
　また、０．０５３Ｈｚよりも短周期側、好ましくは０．００６Ｈｚよりも短周期側にお
ける解析波形の振幅が大きいほど、活性度合いの高いこと、すなわち、病気であれば病気
と戦っていることを示すものである。
【０１０５】
　以上のように本発明の生体状態推定装置を用いることにより、人の状態を従来よりも細
かく分析して把握することができる。
【０１０６】
　また、上記した０．００１７Ｈｚ（機能調整信号）、０．００３５Ｈｚ（疲労受容信号
）、０．００５３Ｈｚ（活動調整信号）が入眠予兆現象に関する特徴を示すことを立証す
るための睡眠実験を行ったところ、図４８～図５１に示す結果が得られた。実験は、人通
りの無い屋内の隔離された空間で、実験開始３０分間は眠気に耐えて覚醒状態を維持し、
その後、３０分間以降は各自に意志に任せ、眠たい人は眠りに入り、まだ頑張り続けられ
る人は頑張っても良いというものであり、心部揺動波（ＡＰＷ）を周波数分析し、上記３
つの周波数成分の分布率の波形と各被験者の状態について分析した。なお、分布率は、パ
ワースペクトルの時系列変化から、上記した機能調整信号、疲労受容信号及び活動調整信
号に相当する周波数成分を抜き出し、この３つの周波数成分のパワースペクトルの値の合
計を１００とした際の３つの各周波成分の割合を時系列に算出して求める。３つの周波数
成分はゼロクロス法（０ｘ検出法）とピーク検出法（ｐｅａｋ検出法）によりそれぞれ算
出した。
【０１０７】
　まず、ゼロクロス法（０ｘ検出法）とピーク検出法（ｐｅａｋ検出法）の少なくとも一
方の分布率波形において、０．００１７Ｈｚと０．００３５Ｈｚが逆位相になっている時
間帯とその時間帯における被験者の状態を比較した。結果を図４８に示す。図４８から、
０．００１７Ｈｚと０．００３５Ｈｚが逆位相になっている時間帯では、被験者がウトウ
トしていたり、入眠していたりする人数が相対的に多くなっている。
【０１０８】
　また、逆位相の時間帯において、０．００１７Ｈｚが０．００３５Ｈｚよりも分布率が
高い場合（ＡＰＷ（１））、０．００３５Ｈｚが０．００１７Ｈｚよりも分布率が高い場
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合（ＡＰＷ（２））、０．００１７Ｈｚの分布率が高い時間帯と０．００３５Ｈｚの分布
率が高い時間帯とが連続的に生じた場合（ＡＰＷ（３））、０．００１７Ｈｚと０．００
３５Ｈｚの逆位相が生じていてかつ０．００５３Ｈｚが上昇が生じた場合（ＡＰＷ（４）
：０．００１７Ｈｚが４０％前後、０．００３５Ｈｚが１０％以下、０．００５３Ｈｚが
５０％以上）について、その後入眠に至ったか否かを調べた。
【０１０９】
　その結果、図４８に示したように、ＡＰＷ（１）が５５．６％、ＡＰＷ（２）が６６．
７％、ＡＰＷ（３）が５０％、ＡＰＷ（４）が７２．２％であった。従って、ＡＰＷ（１
）の波形変化パターンを「弱い眠気」の状態、ＡＰＷ（２）の波形変化パターンを「強い
眠気」の状態、ＡＰＷ（３）の波形変化パターンを「眠気に抵抗」している状態、ＡＰＷ
（４）の波形変化パターンを「入眠予兆」の状態とした相関データを記憶部に記憶させて
おく。判定手段６６０は、波形変化パターンを特定したならば、上記の波形変化パターン
のいずれに該当するかを特定し、人の状態を判定する。
【０１１０】
　なお、図４８に示したように、３つの周波数成分はゼロクロス法（０ｘ検出法）とピー
ク検出法（ｐｅａｋ検出法）のいずれで算出した場合も眠気、入眠予兆の判定は可能であ
り、いずれを用いてもよいが、感度の高さに個人差もあるため、個人毎にいずれを用いる
かを設定してもよい。また、常に両方を用い、両者ともに逆位相が現れた場合に、眠気、
入眠予兆現象と判定するようにすることもできる。但し、本発明の生体信号測定手段を自
動車などに配置して居眠り検知に利用する場合、いずれか一方において逆位相が現れただ
けでも、眠気、入眠予兆と判定するようにすると、居眠りの予防により効果的と考えられ
る。
【０１１１】
　一方、図４９は、覚醒状態におけるゼロクロス法による傾き時系列波形のパターンを示
した図であり、波形と心理判定（覚醒しているか、軽い眠気を感じているか）との比較を
示している。
【０１１２】
　図５０は、図４８における心理判定（ＡＰＷ（＋））の中で、「覚醒」と判定されたも
のを「Ａｗａｋｅ」、「ウトウト・眠気」及び「入眠」と判定されたものを「Ｓｌｅｅｐ
」とし、図４９における心理判定（ＡＰＷ（－））の中で、「覚醒」と判定されたものを
「Ａｗａｋｅ」、「軽い眠気」と判定されたものを「Ｓｌｅｅｐ」として相関を示したも
のである。その結果、Ｘ２（カイ２乗値）＝３０．９８であり、自由度１の場合のＰ＝５
％の値である３．８４１より大きいので、ＡＰＷ（－）とＡＰＷ（＋）の間には有意差が
あるといえる。
【０１１３】
　図５１は、図４８における心理判定（ＡＰＷ（＋））の中で、ＡＰＷ（１）（２）（３
）（４）の中で入眠に至った事例と入眠に至らなかった事例の数、及び、図４９における
心理判定（ＡＰＷ（－））の中で、入眠に至った事例と入眠に至らなかった事例をまとめ
たものである。その結果、Ｘ２（カイ２乗値）＝２６．９７であり、自由度２の場合のＰ
＝５％の値である５．９９１より大きいので、ＡＰＷ（－）とＡＰＷ（１）（２）（３）
とＡＰＷ（４）の間には有意差があるといえる。
　以上のことから、本発明の周波数解析により解析波形及び回帰直線を求めて、その傾き
に基づいて眠気及び入眠予兆現象を含む状態を判定する手法、ウエーブレット解析及び傾
き時系列波形により入眠予兆現象を判定する手法、上記の３つの特徴的な信号に関する分
布率に基づいて眠気及び入眠予兆現象を含む状態を判定する手法は、図４５及び図４８～
図５１を参照すると、いずれも相関性があると言える。
【０１１４】
（心房細動患者の事例）
　図５２は、心房細動の患者について静的着座状態で生体信号測定手段１により背部から
心部揺動波（ＡＰＷ）を得て解析したデータ（図５２（ａ），（ｂ））と、指尖容積脈波
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計から得られた指尖容積脈波を解析したデータ（図５２（ｃ））とを示している。なお、
図５２（ａ）は、０．０１Ｈｚ付近以上の短周期側の波形について１本の回帰直線を引い
たものであり、（ｂ）はよりミクロに分析し、２本の回帰直線を引いたものである。
【０１１５】
　（ａ），（ｂ）のＡＰＷは７１分間の計測データであり、（ｃ）の指尖容積脈波は６２
分間の計測データである。なお、実験は、被験者が出席している会議中に実施しており、
会議中被験者は発言をすることはなかったが高い覚醒状態を維持していた。（ａ）では、
０．０１Ｈｚ付近に２つ目の分岐点があり、それよりも短周期側の回帰直線が水平状態に
近い傾きを示していることがわかる。一方、（ｃ）では、０．００４Ｈｚにおける分岐点
以降、それよりも短周期側の回帰直線は１／ｆに近い傾きを示している。このことから、
指尖容積脈波の（ｃ）の解析結果だけで判定する場合、被験者がリラックス状態であると
いう判定しかできない。しかし、ＡＰＷの（ａ）の解析結果であれば、短周期側の回帰直
線の傾きが水平に近い状態となっており被験者がその状態に耐えていることがわかる。心
房細動のような心疾患は、心拍変動にも指尖容積脈波にも現れず、一見、健常状態にあっ
て病気としてみられない。これは心臓そのもののゆらぎの変調によるものだからであり、
いわゆる不顕性の不整脈による心疾患である。すなわち、心臓で発現するもので、指尖容
積脈波では不整脈として捉えにくい。指尖容積脈波において特徴を捉えにくいのは、末梢
を正常に保とうとして心臓がいわば頑張っているためである。しかし、上記した生体信号
測定手段１を用いた背部からの生体信号である心部揺動波（ＡＰＷ）であれば、心臓の動
きそのものの特徴を明確に捉えることができる。従って、指尖容積脈波の解析波形の傾き
が１／ｆに近い状態でありながら、ＡＰＷの解析波形の短周期側が水平状態に近い傾向を
示した際には、心房細動の傾向を示すものと判定することができる。
　但し、（ｂ）に示したように、０．０１Ｈｚ以上の短周期側の波形をより詳細に解析し
て回帰直線を引くと、０．００１Ｈｚと０．００２Ｈｚとの間に分岐点が認められ、２本
の回帰直線を引くことができる。すなわち、より詳細な分析を行うことにより、心房細動
も分岐点が４つ以上（回帰直線が短周期側で２段以上）となる病気状態の一つと捉えるこ
とが可能である。
【０１１６】
　図５３は、図５２の被験者（Ｗ氏）のＡＰＷの７１分間の計測データを分析した解析結
果（図５２（ａ）に相当）と、心房細動を有する他の被験者（Ｉ氏）のＡＰＷの１０分間
の計測データの解析結果から得られた回帰直線とを示したものである。また、従来知られ
ている心房細動の患者の２４時間分の心電図のＲ－Ｒ間隔変動から得られたパワースペク
トルの回帰直線を併せて示したものである（文献：Junichiro Hayanoほか、Spectral cha
racteristics of ventricular response to atrial fibrillation, Am J Physiol Heart 
Circ Physiol, 273: 2811-2816, 1997）。
　また、図５４は、上記の文献に示されている心電図のＲ－Ｒ間隔変動から得られた健常
者の回帰直線及び心房細動の患者の回帰直線と、本発明の周波数傾き時系列波形を解析し
て得た健常者の回帰直線及び上記したＷ氏とＩ氏の回帰直線とを併せて示したものである
。
　図５３及び図５４から、健康であれば、心電図データの解析波形と周波数傾き時系列波
形から求めた解析波形とがいずれもほぼ１／ｆの傾きで推移しているが、心房細動の患者
の場合には、いずれも、０．００３３Ｈｚよりも短周期側において、傾きがほぼ水平にな
っている。これは外部ストレスに対して耐えている状態を示すものである。これらのこと
から、本発明の周波数傾き時系列波形を解析して回帰直線を求める手法は、従来の心電図
データの解析波形を利用する手法と同様の判定結果が得られ、心房細動を検出する手段と
して適切であると言える。
【０１１７】
（対象評価試験）
　被験者を救急車用防振架台に寝かせ、３０分～４０分間走行して上記した解析波形と回
帰直線を求めた。被験者は、２０歳代の健常な男性被験者Ｕ氏及び３０歳代の健常な男性
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被験者ＫＯ氏であり、結果を図５５及び図５６に示す。なお、救急車用防振架台は、上下
及び前後の２軸で除振するタイプ（ＮＡ－ＩＩＩ）、ＮＡ－ＩＩＩの上下及び前後の除振
機能をロックしたタイプ（ＮＡ－ＩＩＩロック）、振り子のように動作して除振するタイ
プ（ＮＡ－ＩＶ）の３種類を準備してワンボックスタイプの自動車に搭載し、走行した。
【０１１８】
　図５５から、被験者Ｕ氏は、ＮＡ－ＩＩＩ及びＮＡ－ＩＶに関して、分岐点が１点で短
周期側の回帰直線の傾きが１／ｆに近似している。但し、ＮＡ－ＩＶの傾きの方がより１
／ｆに近く、ＮＡ－ＩＩＩの方が若干水平状態に近い。従って、これらの救急車用防振架
台について被験者Ｕ氏は共に快適に感じているが、ＮＡ－ＩＶの方がより快適と感じてい
ると言える。一方、ＮＡ－ＩＩＩロックでは、被験者Ｕ氏は、長周期側の回帰直線と短周
期側回帰直線との間に大きな較差があり機能低下が生じていることがわかる。また、短周
期側の回帰直線の傾きが水平状態に近似しており、不快な状況に対して忍耐強く耐えよう
とする意識が強く働いていることがわかる。
【０１１９】
　被験者ＫＯ氏の場合は、図５６から、いずれの場合も、分岐点が２つ以上あり、長周期
側の回帰直線と短周期側の回帰直線との間に較差があることから眠気が生じている。しか
し、この中で、ＮＡ－ＩＶについては、短周期側の回帰直線の傾きが１／ｆに近似してい
ると共に、０．００６Ｈｚよりも短周期側の振幅が安定している。従って、この被験者は
、ＮＡ－ＩＶを最も快適と感じていると判定できる。ＮＡ－ＩＩＩについては、短周期側
の回帰直線の傾きが１／ｆに近似しリラックスしていることがわかるが、０．００６Ｈｚ
よりも短周期側における解析波形の振幅の乱れからストレスに抵抗していることがわかる
。一方、ＮＡ－ＩＩＩロックでは、０．００６Ｈｚよりも短周期側の２本の回帰直線が右
肩上がりのものと、水平状態に近似したものとがあり、不快な状況に対して反撃（攻撃）
したり、あるいは耐えようとする意識が強く働いていることがわかる。
【０１２０】
　これらのことから、被験者Ｕ氏は、ＮＡ－ＩＶを最も快適と感じ、次にＮＡ－ＩＩＩを
快適と感じている。また、被験者ＫＯ氏も、ＮＡ－ＩＶを最も快適と感じ、ＮＡ－ＩＩＩ
を快適と感じている。従って、人が快適と感じる感覚ないしは好みの違いを本発明により
評価できると言える。
【０１２１】
　図５７は、上記被験者Ｕ氏の６０分間の座位姿勢での睡眠実験の結果を示したものであ
る。（ａ）は６０分間自由な状態（起きているか寝ているかを被験者の自由に任せた状態
）とした場合の結果であり、（ｂ）は、疲労を感じた後、栄養ドリンクを飲み、その後６
０分間自由な状態とした場合の結果であり、（ｃ）は、前半覚醒状態を維持させ、後半自
由な状態とした場合の結果である。
【０１２２】
　（ａ）では疲労による眠気が生じ、分岐点が４つ生じ、しかも、０．００６Ｈｚよりも
短周期側の２本の回帰直線がいずれも水平に近いことから眠気に耐えようとしていること
がわかる。これに対し、（ｂ）では、分岐点が１点で短周期側の回帰直線の傾きが１／ｆ
に近くなっている。これは、被験者Ｕ氏が、栄養ドリンクの効き目がよく、速やかに疲労
が回復したことを示すものである。（ｃ）では、分岐点が２つであり、眠気状態であった
ことがわかる。このことから、本発明を用いることにより栄養ドリンク等の薬剤の服用効
果を確認できることがわかる。この点は、図３３（ａ），（ｂ）において、投薬時と投薬
を中止した際のデータと同じ傾向であり、このことからも本発明は薬剤の服用効果の確認
に有用であると言える。但し、図５７（ｃ）において、０．００６Ｈｚ以上の短周期側を
より詳細に分析すると、０．００６～０．０１Ｈｚの範囲とそれ以上の範囲とで２本の回
帰直線を引くことができる。このように分析した場合には、一見健常に見えるＵ氏も、上
記した心房細動と同様の徴候を有していると判定されることなる。実際、Ｕ氏は、心房細
動の自覚症状があるとのことであった。
【０１２３】
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　図５８は、上記した説明をより理解しやすくするためにまとめた図である。この図に示
したように、本発明の生体状態推定装置は、健常と病気とをまず大きく分けて判定する。
そして、健常の中で、覚醒、眠気、入眠予兆、睡眠の各状態を判定する。病気の中では、
がん、心房細動、心肥大の疑いを判定してそれらをスクリーニングする。図５８では、各
状態の下部に、それぞれの典型的な回帰直線を表示しているが、この図からわかるように
、本発明の状態推定技術は、それぞれの状態で異なる回帰直線を示すことものであること
から、状態推定をより正確に行うことができるものである。
【産業上の利用可能性】
【０１２４】
　本発明は、自動車などの乗物のシートに生体信号測定手段を配置して、乗員の眠気など
の状態を推定する場合に限らず、家庭内に配置される椅子、事務用椅子等に生体信号測定
手段を配置して状態推定を行うことに適用することもできる。また、病院や介護施設にお
けるベッドなどの寝具に生体信号測定手段を配置し、背部の心部揺動波を捉え、上記した
生体信号測定装置により解析して、人の状態推定を行うことに適用することもできる。こ
れにより、寝ている人（特に、病人、介護を要する人）の健康状態を表示手段のモニタに
示される画面により容易に把握することができる。また、心部揺動波に限らず、生体信号
測定手段を胸部及び腹部にも当接し、胸部及び腹部からの体表脈波を採取し、背部の心部
揺動波と併せて解析することで上記のような病気等の判定に用いることができる。さらに
、心電図データや指尖容積脈波のデータとを併せて比較する構成とすることにより、より
正確な判定を行うことができる。
【０１２５】
　また、本発明は、人に限らず、恒温動物等の動物の体表面に生体信号測定手段を当接し
、生体状態推定装置を用いて体調、病気の判断に利用することも可能である。
【符号の説明】
【０１２６】
　１　生体信号測定手段
　１０　三次元立体編物
　１５　三次元立体編物支持部材
　１５ａ　配置用貫通孔
　１６　フィルム
　２１，２２　板状発泡体
　３０　振動センサ
　１００　シート
　１１０　シートバックフレーム
　１２０　表皮
　６０　生体状態推定装置
　６１０　周波数演算手段
　６２０　周波数傾き時系列解析演算手段
　６３０　周波数解析手段
　６４０　回帰直線演算手段
　６５０　分岐点特定手段
　６６０　判定手段
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